
議案第９５号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（ゆーぷる） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和４年１２月１日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじリフレッシュ交流ハウス「ゆーぷる」 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  洲本市海岸通一丁目３番１１号 

   名 称  株式会社かいげつ 

         代表取締役  齋藤 敦夫 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和９年３月３１日 

  



【南あわ じ市 リフ レッ シュ交流ハウス【ｒゆーぷるｊ】

指定管ＩＩ　　 補　　 定に 関す る゛

指定管ＩＩ者指定串請書（ 写）　 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 ＰＩ

指定管ＩＩ者候補者法人概要害　 ・・ ・・ ・●　ｅ　 ●　 ｅ　 ・　 ●　 Ｓ　 ｅ　　　Ｐ２

指定管ｌｌを ；ほ う施設の事業計回書　 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ３

指定管理に係る収支計画書　 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ５２

指定管ｌｌ業務にかかる基　協定書（案）　 ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ５３



八入、

ｌ

（要項様式２号）

南あわじ市長

指定管ミ者指定串請書

令和 ４年 １０ ＪＥＥｊ ２５日

守本 意弘　様
ま人ち上上ぽ式会社かいげつー　 －……，歸畢
ま人イま所∠尚ざ市海港ミニ丁目コｒ口］阿

Ｊ〃 ・Ｉ ｌｔ ’Ｉ ．・ Ｃ　　　　　　　　　 －－ －・ 〃〃／

に宋゛＾　 宍宋？？ツ　来所　丱十

㎜

指定管ミ者の指定を受 けたいので、 次の とお り申ｍし ます。

指定を

受けよ

うとす

る法人

ＥＳ称 ４朱式会社

篆務所の

リｉ在地
洲本市海

Ｓう とす

２の名称
南あわ

ｃ　 法人（Ｚ

を説１

・　 事業ま

●　 指定？１

・連帯心

４朱式会社かいげつ

洲本市海岸通一丁目３番ヘヘ号

南あわじリフレッシュ交流ハウス「ゆーぷる」

－　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　 －－・－’－’・’Ｓ・

ｃ　 ま大のＳＩＦ大ｇｇ、 経営状Ｒ等
を説明する書類

ＰＩ

２　 申Ｒ資格を確認する書剪ｉ

扣　 収戔Ｅ計回書

・グルー プめまＪｉ

。そのを（

管理を行おうとす
゛る公の施設の名称

レ一一

・　 事業計・書

●　 指定管理科掲示害

・連帯ＲｍＥ大きイミＥ書 ・承諾書



（Ｓ項様ま３ｇ）

法人戰要害
フリガナ

ｉｊｌｉ人名称
カア シキガイシヤカイゲツ

株式会社かいげつ

フリ ガナ

代表者名
ダイヒヨウトリシマリヤク サ仆ウアツオ

代表取締役　禦藤敦夫

所在加
４庫県洲本市海岸ｊｌ一丁目３番ヘヘ号

電話循４き
・ａｊＭ 〃八　 が－　－

滔呟Ｌ年月｜日
一一一一‥一一　　 一一一

主な事業活・
（沿革等）

㎜ 一
二

温泉旅館 「海月館」「華海月」 、ビジネスホテル 「ハーバーホテル
海月」、 コン ドミニアム「島海ノ≡ＥＩ 」、 指定管ミ施設 「サンラィズ淡
路」 「ゅずるは莊Ｅ」 「さんゅ～館」「ゅ－芯、る」 「サンリバー大歩
危」 「千畳苑」「さんたの里」 、レストラン 「シーアィガ海月」の
１２施設の運営。
Ｒび、グループ台社が∃Ｅ営する２泉旅館「鳴門海ＪＩ」 「鯛丸海」≡」」
「加太海月」 、ビジネスホテル 「アテーナ海」≡」」 「サウスブリーズ

ホテル」 、マ リン レジャー会社 「Ｓ ｅａＭｏｏｎ」の本社菰務

さ大の特色Ｒび
経営力針

地域や施設の隠れたｔ力を５１ き出し、 観光 ・レジャーの振興！を行：う
ことで地方を活性化する。

免許 ・登録等

府

構４員数
（を業員数）

指定管ｌｌ者
制度ミ貶当者

氏名 ＪＩ Ｉ瀬　 麻ｍ ｎ肖まＳ ・回戦 社Ｒ室　マネージャー
ぷ

㎜
一一　　 －　　 －　　 一一　，

法人の組織因 について は、 別ま添付する こと

ｏ類似施ほの管ミ運営に関する実績 （Ｅ間の類似施設を含む）
施設の名称 所在地 業務の内容　　　　　　 Ｘ管理運営の期間

ゆずるは荘
４庫リＲ南あわじ
市神代浦壁

へ０４０－３

指定管ミを９け、 スポーツ ８む宿１白施
Ｒとして営Ｘ中

平成２３年１２八ｊか
ら

さんゆ～館
八庫県南あゎじ

市神代社家２３３２

指定管ミを受け、 ｔ泉施設として営
黶中

平成２５年４八ｌか
ら

サン リバー大歩き
徳島県三好市日』
城町西宇 １２ ５９ －へ

１

指定管ミを受け、 ２泉施設として営
業中

平成２６年８八ｌか
ら

Ｐ２



様式第６そ

リフ レッシュ交流ハウ ス「 ゆーぷる」

指定管ミ者む募

事業 計回書

令和４年 １０ ｊ１ ２５日

株式会社かいげつ

Ｐ３



様式第６そ

Ｉ。管ミ運営の基本方針

施するにあたっての基本白りな考え方

南あわじ市１１浴施設条例第１ 条に掲げられた目 白りである「住Ｒの健康増ま、 福祉の甄上Ｒ

びコミュニティの場として、並びに自然景観にＥ盧した人にやさしいいやしの施設として、地域

のほ性｛ヒに寄４する｝を実ＥＩするために、お客鶚、に・されてきたＱ４性のある施設であるこ

とを前提に回｜き続き∃Ｋ営を行います。

む八性があるというの は、 「南あわじ市」「施設ｌミｌ」 Ｊｌｌ者 「」ｔ４住Ｒ）」 「施設∃ｉ営者」 「戛係回

体」 、回き八さの関係の構築、 つまり施設のみならず南あわじ市を体の振Ｒに寄与していく

ことを前提としたａ営が必・であると考えます。

また、む共の施設は誰もが低廉でしかも快適に利Ｊｉｌできる施設として∃Ｋ営する必ｔがある

と考えます。 き若男女がＩＥク３１』なく平等に南あわじ市に訪れる機台を提供を致します。

【回者共益のイメージ】

南あわじ市 施設ｌｉｌｊ Ｊｉｌ者

指定管ＪＩ施設

収益

二“ｉ

南あわじ市を体の振興
また、角後き朽４ヒして行く施ａは、メンテナンスを施しながら活ＪＩ し続けることを多くのｉｊ ＪＩ

者が２んでいることですので． 修繕計画を搾成し南あわじ市様と協議を１ｌχ．ねて朽・きたいと考

えており ます．

Ｐ４
株式会社かいげっ　　２



様式第６号

２） 指定　　 Ｓ々　 こ勹・

指定 管ＪＩ期 間｜大ｌ にお ける達成 目標に関 しまして は、 Ｓ浴施設であるため入

浴利Ｊｉｌ者数の達成目標をきててまいります。

入浴利用者数

入き券・ 回数券をｊＣ入するｌｊＪｉｌ者の増加に努め、 施ａＳｊ・料な人の向上を 目指します。

入浴券はこの施設の基盤となる収入源であり、基本方針の推まによってな下のような数値を目標として∃Ｅ営を行っ

てまいり ます。

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

入港券ｉｉｌｌ用者　 ｜　八
９１ ，０００

９２，０００

９２，５００

９２，８００

２．７，０００

２７ ，５００

２７，８００

２８，０００

Ｐ５

待券

３，０００

２， ７００

２，５００

２，４００

合計

１２１，０００

１２２，２００

１２２，８００

１２３，２００

単位ｌ：人

株ま台社かいげつ　　３



様式第６そ

３） 各施設の　 に関する項

海Ｊ≡ｌ 館グループでは南あわじ市｜大ｌの観光施設はもちろん、 淡路島ｌ大ｌの観光施

ａと連きし南あわじ市■：体の活性４ヒ につながるｔ箟をａＲｍこぞ予って来まし

た。 Ｒイ本ｍこは（Ｄ・ｆｔｌＳＳｉｊＪｌｌきに夕ｔするタオル無皐４サービス、 ②パンフレット

やイベントチラシの相Ｘ“　 、③イベント１：画の協　 を行い、 他施鼈とき携する

ことの成果をｉして来ました。 今後も同様のなり組みに挑戦してまいり ます。

【Ｅ脱在のな り組み】

①４ｔｔ！施ａ禾り万考に鶚するタオル無れサービス

淡路あ１大｜ 各施設の　（ サービス をａい、 各施設

利丿目の方がお得にゆーぷるを禾ぴ目していただける ＪＩ又り 組みを行ってまいりまし

た。

回様に、 タオ　　　サービス券を作成し各磧光施Ｊに　　 することで、 ゆーぶ

るでの入浴を目ＭＪとして来ていただける方の誘致に成功しております。

※タオル無料サービス

うずしお親潮船・ 淡路人形浄Ｓ璃・うずしお科学館・淡路氈トリックアート・イングランドのｊｉ ・淡路島モンキーセンター・

ワールドパークおのころ、 各施設の入場券をお持ちのお客様に対しタオル無料サービスを行い、ｉＪＨＩ者の向上に繋

げました。

※タオル無料サービス券

じやのひれオートキャンプ場・道の駅うずしお・ Ｇエルム・ｉ島汽船・灘ＪＲ岩水仙郷・ 湊路島牧場にタオル無料サービ

ス券を設置。 こちらも年４利Ｊｉｌ者が増えております。

Ｐ６
株ヨ：台社かいげつ　　４



様攷第６ｇ

②パンフレットやイベントチラシのキ目 ：！ｉａｘ

；１１隣たまにｍ極ＭＪに訪回 し、 ゆーぷると各ｎ光施設とでパンフレットやイベン

トチラシなどを相互設ｎしてお りますｏ

今後も連携する施設を増やし。 また相！ｉ間での 禾｜」用者が増える新たなｌｌ又り組み

を継続して検討していくことで南あわじ市を体の活性化に：回：献できると考えてお

ります。

③イベン ト■：画の協賛

毎年弊社グループ施ａのサンライズ湊路が圭催する淡路　たまねぎりレーマ

ラソンの協賛として、 イベント参加者には　 引サービスをするなり組みを行って

おります。これによりを■各ｊきから訪れる参加者の ＭＩ館への誘導を回り 、ｉミｌｊＪｉｌ

客を増進することに成功しました。

μ

か ぐ１

ｊ，Ｗ

士ｊｌ
－・で

４）上記な外で特別に記する項

特にございません。

Ｐ７
株式会社かいげっ　　５



様式第６号

ｎ。サービスの［；ｉ］上

一一一一一　 －一一

１） 指定ＩＳ！Ｔにお｜ナ泰二ひＪｌｔ回のＭＳ
一－　 一一

事業は大きく３つ にＳヽけて、 入浴亭・ 、飲食　 へ物販‥ ’として

計回→実行→検証→改善を繰り返し行っていきます。

！画に関しては今後も普段ご１ミ｜ＪＪｉｌ いただいている地域住民の方へのアンケート

などを行い、 ｊきうｔの方の声も確実に拾い上げ、策定していきます。

昌行に関 して は、 素ｊＲく確実にヂｉいます。

規模が大きいもの 。参］め てＪＩ又 り組むことに関しては、必Ｒにぷじて

南あわじ市様と事前協議を行い、協力して；ほいます。

検証は随時行・いますが年度末には １年戛のすべての事業にが してその 際南あ

わじ市担 当者と見直しを行います。

そして改善を繰りａしｊｉｌｊ ｍ者が満足し、また来たいとぶっていただけるように改
ミ

善を行いながら施設づくりを行います。

検ａされたものを 改　 して、新たな計画 一実 ぞｉにつなぎます。

ごのスパイラルを３事業に分けて、 繰り ａし行っていきます。

具体的なＪＩ又り組みに関しては、 ＳＩ」項 目にてＥ載しております。

Ｐ８
株５Ｅｔ会社かいげつ　　６



様ま第６そ

２　 －ビス向ぷの　¶本的なｊＳＩ組み

南あわじ市Ｓ浴施設条例第１条にある「住Ｒの健康増進、 福祉の向 上；ａびコ

ミュニティの 場として 。並びに 自然景観にＥ盧した人にやさしいいやしの施設とし

て、 ｊきなの活性化に寄与する」ことを設１：目 的とし、 ぞ； １き続きぷ下のＪＩ又祖みを

行ってまいります。

＜銭湯ではなく、 エンタテイメント性の　いアクア施設にン

お金を払ってお風 呂に入り リラックスするだけの単純なＳ浴施設ではなく、 マッ
ン
ー

サージや、食事、 イベントを目 的に訪れても楽しい施設にします。 入浴に来た人

が毎 Ｊｉｌのイベントスケジュール表を見て、それを 目白りこまたａれ、この施設の１

様な楽しみ方に共　してリピ→－になる、 そんなヨ営のエ央とＭ力による自力

や集客力 の『白』 上を ｉＥＩ　Ｉ　き続き図っていきます。

へＲ

２ＪＥＩ

３ＪＥＩ

４ｊｌ

５ｊ

６ｇ

甘酒のふるまい
紅白風呂

２０２１私産イベントー

７Ｊヨ１

節分の日 粗品プレゼント　　　　　　８Ｊｉ
バレンタインデー
１性にチョコプレゼント

ひな祭り ちらし壽司販売　　　　　　９ｊｌ
ホワイトデー 女性にお菓子プレゼン
ト

春の特・回数券販売　　　　　　　 １０ Ｊｉ

春休みキッズガラポン抽退会

ＧＷ特別イベント　　　　　　　　　　 １へ叭
変わり沁開催
ポイント５倍押し

淡路ａＥＥねぎリ レーマラソンとコラボ　 １２ ＪＩ
入浴割引イベント

Ｐ９

に：休み特別イベント カブトムシの販
売

キッズガラポン抽選会

おき特別イベント ポイントカード３倍
押し

ぬる沿風呂の開催

シルバーウィークイベント ポイント倍
押し

ハロウィンイベントお子様にお菓子
プレゼント

いい夫婦の日特別イベント 特ＳＩ優待
券のプレゼント

いいａ呂の日特ＺＩ』 イベント

ゆずａ呂の実施
クリスマスイベントお子様にお菓子
プレゼント

年末年始イベント ポイント３倍押し
年越しそばの振る舞い

株式会社かいげつ　　７



様式第６号

＜ｊきｊ に密着した　軽にｌｊＪｌｌできる施設にン

地ｊモ；のお子様連れのお客様はもちろんのこと、Ｒ休みやゴールデンウィークに

はたくさんのお子様連れのお客様がいらっしゃいます。大人の方のみならず、子

供にも楽しんでもらえるよう子供イベントの実施をり ｜き続き強化していきます。

ゆ一ぷるが地域に尨着し継続白ｊり に運営して行くために、未来の 禾ＩＪｍ者であるｔ

域の子供達が気軽に利１できるＺ浴施設であることを認知してもらうことは非常

に重要です。

利ＪＩを活性化するために 、１ 年を通してお子様連れのお客様には　　　　　ム

の１　　　サービスをプレゼント したり、 春イ木みやゴールデンウィークにはお子

様を氣象としたガラポン抽選会の開催などを積極ｍこ行っています。子供まに

「また行きた い」 と児、わせる ことで、 親御様での来館だけでなくご祖 ５こ４様も一緒

にお越しになる集客効果にも期待できます。 この ような中長期 目線のな り組み

を、 これまで回様むいます。

また、季節にホじて紅白風呂や　　　、　　 などのかわり■を開まして飽き

の来ない施設ミ営をおこないます。

「また行きたい」 という気持ちをり ｜きｉすイベントを積極ＭＥＩ に開催し、中長期 目線

での未来のユーザー開拓も行っていきます。

フロントにて翻でゆず！をふるまい
きこのＳにお■，上がり７’

～－

べ．～

Ｃ　　 ＳＳ　ｅ

，ａａ。。
７Ｓ．ｉｌＳＩＳ７°

Ｐ１０
株式会社かい げつ　　８



様ｉｔ第６そ

＜健康増進や美しい身体づくりのできる施Ｓにン

南あわじ市に限定した事ではなく、 ｉｊ１年の日 本は健康意識や美容意§哉の高

まりが見られます。生ほの面で、を活習慣病の予防や健康維持に関むを持つ

人が増えているように見受けられます。

ｉａもの１又 り組みとして、ＥＭｓ装ｔ

［ｓｌｘ　ＰＡＤＪ］の体験コーナーを作るなど

のイベントを行いました。

今後も様彑な医Ｅ療・美容機器のメーカーと

協力しながら健康維持への１又 り組みを

お手伝いできるような施設を目 指します。

枦Ｘ

また、美しい身体づくりも身近に始められるようななり組みも行います。パナ

ソニック製の最新ナノケアドライヤーを設置し、 高品質な美容機器の効果を体
Ｉ

感してもらったり 、ハンドケアや美容商材の体験会を行うことで美容に関する

新しいきっかけ作りを行います。

一一一
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美容ヘアドライヤーの設Ｅ
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様式第６号

ｍ．５Ｆｌｊ Ｊｌｌ者の施設１ミ｜ＪＪ１１に関する事ＪＩ

）施設１１１の手等の確保への　体白４１なミ組み

ゆーぷるは南あわじ市が所有するむ八施設であるという点を念頭に置きヨ１

きをｆｉ い、 ｜『ｌｔ、年刄ばムコ尨　 丶の有無に関わらず等しくサービスを提

供する必要があるＪＩ という事ををスタッフに徹底して軟肖をぞｉ・つてま いり ますｏ

また 、本部によるアンケートやクチコミチェックの体制を構築しており 、平等な

サービスが行われているかの管ミを行い、］Ｆ平等な対応が発覚した場合の措

置などを定めてお ります。

特に、ＳＪ≡ＩＳグループでは 後．ａの５１１日に対して、　 白りに対ｊ；１；し

＝ｒ 白りに　　 などを開催しております。

①ＩｒＳＳｉｉごやｒ：がいき研Ｓの！！ＩＳｊ

法令などの遵ぞの徹底のあ、スタッフに夕４しての倫１１１１修や、平等なｉｌＪＪＩを確保する為、 障がい者ｉｉ修を定期

ＭＩに実施します。

②Ｉ『ノーマライゼーションの檄ま』｜

ノーマライゼーションの考え方であ る「障がい者を排除するのでほなく、障がいがあってもｌ！１常者とＪＳ」 等に 当たり

前に：生ほできるような社会こそがノーマル（普通）な社会である」を基本に、 障がいのある方のｌｌ場にｉ：つて接してま

いり ます。

障がいにもａ動機能障がいや、 言語障がいなど様４あるｑコで。求められるサービスやＥ慮が変わってまいりま

す。 様４な要・にお応えする為、障がい者９修やスタッフが講師となり手話など簡単な対丿心ができる程度までｉｌ修

いた します。　　　　・

ハー ドｉｉでも、 障がい者 の；ちＪＩのＵ車場の設きや車椅子のＪｉｌａや導線の確保などすぐにできることに関してはな

り組んでまい ります。 また 、大規模な改修などが６Ｘな場合は南あわじ市と相談しながら進めてまいり ます。

Ｐ１２
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様攷第６そ

③ｒｉ：社・ａり組鴣への夕ｔ・』］

原則、手｜Ｊ ＪＩ者は全てｉ【ナ入れますが反社会白り組織にがしては［を業が反社台白４］勢力による被害を防止するため

の指針」 （ｍ罪が策閣僚会議Ｑ表） に基づき、社台の秩序や安兔に脅威を与える Ｊ叉社会 白４Ｊ勢力の 介ヽ入に毅然とし

てｌｌち 覬かい、 き固排除します。

また、事業者としての社台自ぐＪ責 イＥＥを果たし、 社会から信頼されるを業を 目指すべく、 肖ｉ固とした姿９で臨みます。

④ｒ高９きへのＥＪａｊ

日本はＥ史上、例のないスピードで高齢社会をｉＳ］ かえています。

Ｉブ９開府の推計では、６５歳は上の人 口は２０２５年には３，６７７万人 （３０（Ｍ） ）に達すると見ｉきまれており 、その後も総人口

が減少する中で６５歳ぷ上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、令和１ ８（２０３６）年に３３． ３（Ｍ）で３人にへ

人となると言われております。

そんな中高齢者にやさしい施Ｓへのニーズはますます高まっており 、弊社といたしま しても高齢者の３致をゆーぷ

るでも実行いたします。

具体白４Ｊな事例としては、ニＦｌｊの事態に備えて近隣のＳ療施ａの事前の把握をした り、 パリアフリーた設の推進を

行ってまいります。

また。定Ｍ的に高齢者ＭＪ芯に関する講習などにもスタッフを参加させております。

⑤Ｉｒｔ ・報４を１へのがＪ；１；』

近年 、インターネットによる情報提供が一般化し、高齢者などインターネットに手慣れな方との情報格ｔがまじる

Ｗｒ能性が大きくなっております。

ゆーぷるでは、特にｔなの方に対するなり組み串むに。弊社の最も得意とするインターネットを使Ｊｉｌしての情報発

信はもちろん、施鼈でのチラシＲ布・折り１みみ広告・ｔ元情報誌など紙媒体での情報発き、 ｔ元情報・組やケーブ

ルテレビなどの地域メディアを通じた情報発信を回時に行い、 情報格隻。をなくす努力をｆｉいます。

Ｐ１３
株式会社かいげつ　　ｎ



様式第６号

２）施設ｉｌｌｌｌ者の増加への具休自りな】ｌ組み

施設利ｍ者の増加への なり組みに関 しま して は、 な下 の２ 点を意識して具

体白４１ななり組みを行います。

①迦示濕Ｒ危のｌｊｍ頻ま ［ｉｌｉ］上

②観宍； ｌｉｌＪ Ｊｌｌへの售－伝広告によるＳ加度の『白』上

①ｔえ禾ぴ目きのｌｊ Ｊ１１頻度向上

季節イベント 一定期イベントを枩施いたします

海Ｊ≡ｌ 館グループでは、 何度来ても飽きずにリピートしてもらう為に各施設で季節ごとのイベントなどを執り行ってい

ます。定期的に開催することで、地元住Ｒの皆様に認知していただき、 参加いただけるようなイベント作りを行って

いきます。回季の移ろいが楽しみになるような施設づくりをぞｉいます。

具体ＭＪ には、ｉＥｇ にはむ白 ＪＩ 呂と甘Ｚのふるましや春休みやＸ休みは「ガラポン抽選会をｆ」－いました 。　 １２ ＪＥＥＩに

は年越しそばのふるましを開催したりなどとして子供たちが楽しめるのはもちろん、 大人の方も楽しんでいただける

季節感に合わせたイベントを行ってまいります。

Ｑ

Ｎ）

イベント例

！　Ｉ　ＪＥ１２２日は
”らー心　。

－Ｊ９　 一Ｉ．

ｊＮ

らりむＪ：１，　 １ＪＶ

男ｔペアでご利甫の客様
次回無科でご入浴いただける
優待 暃を ｌａ ７レ ゼン トｆ

－・ さらにず１－ドポイント３ 倍ｆ －こ・
き　　麒９１をＳＭＳ９どなＩＳす．　■

＊讎丿囀Ｓａ黝
本日ご入餉ＳＳこ

ＷＭ爾齟
なく ぢり次第終了 しま４．

定期イベントカレンダー

１　０　１１１　イベント ず１ しンダー
８　 月　 火　 水　 ＊　 蠱　 士　９ＳｊＥ。ａＳぽ：
／・，１　 ，・　　　。ズーχ ｉｉ゛， Ｓ， ｉｌ ｇＪ ２゛‘５ ‘ｌ，　Ｍ
み・３Ｆｒ°：。 六万’。 ・。 ‘， ＝　 ６　・， 参Ｉ Ｂ１ ７イ ｌａ ＢＩ

ｔ“ｉＺ“‘Ｉ“ かみ’゛ ‘・ ｉ’翦；７！ｊ！ｉｎ
ぷ”七ｊ’‘７ぷｌ心ＪｅｊＭＩ？；昌ａｌ゛Ｉ隘望ｅ， ａ。 ｕ， 祠ｅ ・。・ター１，］ －ｆ－ＱＩ－ａメｕｌ ｌ饂１
゛Ｔ．阿ｉｉニラ゛ｓ １同 ｌｌｌｍ－ｍＢと ２４日＿ｒ ｉ，１。，。 。， 。。 。。 ・．ｊ．ｊｒ ｇＳｓＨｕ入にっ叨ｓｌ四

゛’Ｓ７ぎりｉ７７　１　Ｓｉ，函１１１１；ｉ霾
Ｓ　４ＳＩＳｋｉ噐ＩＳＭ、Ｍ畆

ポイントカード制度をｌ続いたします

入浴一回につき１ ポイントたまるポイントカード制度を５ １き続き行います。ａ在も地ラｉ１住Ｊミの方に非常にｇＳでリ

ピート利ＪＩ につながっており 、また南あわじ市指定管ミ施設である「さんゆ～館」 「サンライズ淡路」「ゆずるは荘」で

も共通利用できるようにしており、 ｌｊ Ｊ１１者の利便性を覬上させ各施設の活性４ヒに努めます。

４

ＰＯＩＮＴ　ＣＡＲＤ
●

１　　　　　。・。

ゆ～ Ｓ１１ｒ）ぺ・Ｓ
面面４４，ノ ・・ ・・・

．’ ｒｒ Ｗ〃ＪにＪ
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ゆずるは荘　 。ぷ；。こ。ぷ。。こ。ダ　’
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゜乖まｒ；１９ユｎ蓴豕ｉ・９潸ｒｌＳ９９？簟ｉ憲目ｊｒｉｉヽ１－ぷ＝ｌｒｌ｀ぐｌｇｌ蔔Ｓ（Ｚ）聯碁鐔ａ４ｇ

ｉ；Ｑ）藜べ宙－４Ｊ１１ｆ芸ｉ聊騎（１）ヨＮｒｌ　°ゑ４坏ＩＳに．ｃｇ９＝蔔Ｓ聯碁＝７｀Ｓ猿ｉ∃ＮｍＷ】【！；】－４－ｊｌｒｌ｀ｌま

゜４．ま４９９＝かマ５ぐ１回（１）－４－７１ｒｌン４ａぷｊみ悟箍彖窗籌鰈Ｑ９＝ｙｂへｙ１^９＝罸ｇ聯碁：９１１庸２ｇ

ごｊｉｌ４』９：（１）一乙口承乙｀＝７ま゜ｊ－ＩＦｒ１９ａ－ツ辟ｒｌ？ＱＩニＬ舁Ｙｉ【ぷ［Ｊ９ｌｔｌ］Ｌｃま覃Ｗｇ蔔・聯碁（２）ｕＪＩｌｊＳｇｌｓｕ□劼ｌｊ

ａ一壽・゜乖まｒ１９２１１１ＳＳ聯碁＝ｒ畄芸１）ｌｏｏｑ９０１ｊ４・ｔｓ．・ｌｌ：ｌｓｕｌぐｌｍｌ口【１：膓忸箍（ｐ・鏖籌膓（１）ｊＥ郤４汲￥襄

蕚梟汲＝ｉｌ畄咄ｉＳＮＳ・・１４ｔ－１９べ，１・（Ｚ）

’Ｔ［５！］（Ｚ）万口４；Ｓｇｆコ・■・辜（Ｚ）ｖ畄「ｌｔｉ：Ｓ②



様嗔．第６ｇ

３） ｉｌｊＳ者の　ｌ，、Ｓ・等の把握のが法

ｌｊ Ｊｉｌ唐ニーズの把握としては、アンケート ・、クチコミ を通 じて 、積極ＭＪに １ミｌｊ ＪＩ

者の声を回Ｊ４又 し、 Ｅ咀場と本部が一体となり 。タイムリーにガホできるイ本制を■

えております。

また、指定管ミ施設という性■も考慮して、 定期的に南あわじ市ｌ！当者様と

のミーティングを開催 し． ｔｉ；１ミＩＪＪＩ唐様の声を モＦＥ■して おり ました。　５１ き続き吏

期ミーティングを開催 していきます。

『アンケートの回収について』

海Ｊｉ館グループではアンケートを弗１にｌ：Ｓな経営指標として考えておりより多くのアンケートを回なするため

に様４ななり組みをｆｉつてお りま す。

具体白４］な方法としてご利Ｊｉｌ いただいたお客様にはフロントにて直接アンケートを手渡ししたり 、適きアンケート ｜；１；ｌ

容を変更する事でリヒーターの方からの回収率をアップし、改善になり組んでおり、 ゆーぷるでも回様のアクション

を行いアンケートの獲得数を１；ｉ］上させます。

『ＳＮＳの監視について』
・

海ＪＩ館グループでは、ツイッターやフェイスブックといったＳＮＳでの書きｊａみ、ブログでのＥ事などに対して、専 ｒｌ

のＸＴチームが常にチェックを行っております。

その結１１を、ゆーぷるにもタイムリーに伝えるともに、 本部への共有も行うことでお客様からのお声をもれなく■

い上げ、 反映してまいります。

ｌ南あわじ市担当者様とのミーティングＪ

海ｊｌ館グループでは、これまで８施設の指定管ｌｌ施ＳをぞＥされております。その経験上、指定管ミ施設ではお客

様からのお声が施設ではなく。 市に連絡が入るケースがあると考えます。

クレームなどのｊｉ台、指定管９者の責ぞＥですので、その声を把Ｓするために南あわじ市担当者様と吏肖ｌ拘こミー
皿

ティングを開催したいと考えております。

Ｐ１７
株５Ｅｔ台社かいげつ　　 １５



様式第６号

）手幎ｌ　　 苦情等への対奏！方ま

海ＪＥＩ 館グループではクレームは ＿営の肥やしにしていくものと考えてお りま

す。 クレームをなくすことに｜ｌｌ ぬを壜。くと 、ほ蔽体■になってしまい 、より大きな

トラブルを招きかねません。ゆ一ぷるでは、 むしろｉミ１Ｊｍ者から厳しいお言葉を

いただける雰囲気 を作っていき、下記ケース別の対応マニュアルを作成し運

Ｊｉヨｌ しており ます。

他の利■者に対する苦情

回らかに対象の利Ｊｉｌ者に非があると判ｌｉされる場合は、 Ｑ共施設の性格上、ご迷惑をおかけしてい

ることを伝え、ご納得いただくように対処する。

状・がｉ事者【ｌ】ｔでないとわかりにくい場合は、 第三者ａそＪに間に入り、 納得ｌｉくまで対応する。

施設・設備に関するもの

その場で対応できるものは対応しますが、ご；Ｆ便をおかけしても、お待ちいただくことになると想

定できます。 すぐに対応できないことをお詫びするとともに、 指定管９者単独で夕４Ｊむできないこと
Ｊ

について説回し、 南あわじ市担当部署との協議のうえ、決定した１大ｌ容を報告させていただきます。

苦情をいただいた こと に感謝の気持ちを示し、誠む誠意対応していきます。

食事やサービスに関するもの

指定管１１者のａ失でなくても、利Ｓ者によっては提供するサービスに合わないこともあるはずです。

せっ かくの楽しみを壊すこ とな く対 １心 していきますが、 お詫びと 回時 に主 ｌｌｌする６要があるかもし

れません。Ｓ望として受け入れるものは、ありがたく受け入れてまいります。・ｌｌしなければならな

い場台も、苦情をいただいたことに感謝の気持ちを示し、 誠む誠意対ｊ心していきます。

スタッフのａ失に関するもの

１１ らか にｊｌ失が判 明している場合は 。速やか に陳謝し 、その後の対 Ｑ； につ いて話し合わせていただ。

きます。 ｉｌｌｍ者とスタッフの解ＩＲがｉｌう場合は、 ｊｌミ１１１１１者からすべての｜大Ｉ容のお話をお聴かせいただ

いた上で、苦情をいただいたことに感謝し、 対１む方１まを説明し、後ほど決定したＭＪむ力まを説明さ

せていただくこととします。なお、 解釈が違った担自スタッフからも＋９話を聴き、 ともに考える

機会とさせていただきます。

苦情などの対処方法についての報告

きｌに関しては、 速やかに担当部署に・絡し。状ｉ！を説明するとともに、 夕ｔｊ心力まについての案を

提示 し、 早急に判 ｌｉ していただく よう に協議します。

明らかに、指定管！１者の過失である場合は、早急に対応した後、 内容を担当部署へ連絡します。

Ｐ１８

株ま会社かい げつ　　 １６



様式第６号

６） ＳＩ域、 関係　　、ＮＰ０．ボランティア回休等との恊一万工

南あわじ市をはじめとする地域の行政機１戛、観光関連機関、 構成回体・き業、

あるいは飲食業に関わるｔｊｔの一次、 二次産業等と相互の発展や連携・協働

を話し合う機会をｇｌき続き積極白４］ に持ち続けます。

今後もｔ域の ＮＰＯやボランティア回体とも協働の働きかけを行い、施設ｉＥＩＪＪｉｌや

イベントの共回開催等の■：画を検討していきます。

６）　　 ・の　大化に関 、ｒること

この施設の効ＪＩ とは、「健康」と「施設の活性｛ヒ ｝と考えております。

健康であるためには、 ｔｊまイ圭Ｒにたくさん禾１１１していただく事で、 健康寿命を

延ばし南あわじ市にｊｉ気な人を増やす事で福祉の費Ｊｉｌを抑えることに繋がると

考えます。ｔ域住民にたくさんご利 ｊＥ目いただけるよう 、前述しましたなり組みなど

で飽きのこない施設運営を行っていければと考えております。

また、施設の活性４ヒのためには、 まずはｊき域の住ＪＥｉｌ；がｊｉ１気であり、 地域での交

流が活性４ヒ している必Ｒがあると考えます。ゆーぷるは南あわじ市で多くのｊき

域住民に愛されてきた施設であるという事を、３１営の中で十分にミ解しており。

。加ヨ！域のコミュニティーセンターとして様４な交流の拠点となり施設の活性４ヒ 、ひ

いては地域の活性４ヒにつながるよう、 ｇｌ き続きＳ営をｆｉつてまいります。

Ｐ１９
株ま会社かいげつ　　 １７



様式第６そ

７）上Ｅｊａミ、タ１・で特別にＳりｔする　項

ゆ一ぷるのｌミ｜ＪＪＩ者の多くはｊｉｊｉ１の常連のお客様であります。 今後もｔ域の皆

様に愛される施設づく りを行ってまいりますが、 常連様の高齢４ヒや少子化問題

などがあ り、 ｊき九ｊＦｌｊＪｌｌ を大幅に伸ばすことの難しさを実感しております。また、観

光利 Ｊｉ 者に関しましても １ミＩＪ Ｊｉｌが休日 に集 ｑ＝１してお り、 恒常 白４Ｊな ｌ；｜Ｊ ｊｎ 者向 上にも

限界があると考えております。

そのため　　　　　　八べ　るためにはコストコントロールが非常に＿要 と考

えます。

Ｅ脱を、 株ｉｔ１１社かいげつでゆ一ぷるとさんゆ～　を　　させていただいており

ますが、 人的資Ｓ 一物 白り資源 ・宣伝広告などで様４ なメ リッ トがあると感じており

ます。

今後も長期的でより効率白ｌｊ ・効果白りな施設の維持継続を行うためにも 、二施設

を回じ運営会社で運営する意義は小さくないと考えます。

回一¨営会社によるメリット

①人キオの族有・ Ｍ【・ナ台いによる人４牛費の瑰減

②二ｍＲで仕入やま伝ぷきを行うことでスケールメリットによる硲腦嶌減

Ｐ２０
株式会社かいげつ　　 １８



様ｊＥｔ第６号
－

ＩＶ．組織体制、 人員Ｒ置等

＿＿－

（１ 疝自Ｉ隲１　　　　　　　　　　　 策（採■■画等）

組織体制については現行の体制で継続運営していきます。

カ・ 後も ｊきＭ・性４ヒの観点から 、新規スタッフが必１１な場合 はｍｊｉ Ｊｉ Ｊｉｌし、当

初からの目Ｕである１００Ｓ南あわじ市民　　　　 ‘ゾ　て目指していきま

す。

≪人員数ｙ

Ｅ脱ｊき常勤スタッフ　　 ｉＥ規職員３もパート ０４５

現ｊき勤務限定スタッフｉＥ規雇Ｊｉｌ ｏも　 パート２３１１

Ｅ脱ｊき非常勤スタッフ役員１ 名ｍ規職員１ ５４５　 パート６ち程度

（１ ″３力Ｊ≡ｌ 程度の頻度で訪問、本部の業務委きモのスタッフ数）

Ｐ２１
株ま会社かいげつ　　 １９



様式第６ｊミ｝

（２）轍　のＥ　計画

種

２１ｓ任者

務の職種　‾Ｊｉｌ Ｓ態　　Ｊ：！ｉ業務１大ｌ容

設のａ営・維持管ミ業務すべての総括責Ｅ者

气政財産の目 的外収納に関する こと

物ほ担当　 ，ｉら勤ｉＥ社ａ
’‾政財産の目的外使万ｌの許ｉｌに関すること

の他の設置の 目的を

｀成するために必要な事業に関すること

９店に関すること

販担当　　責任者　　 ｊｉ，勤 ：ｉＥ社 員　 品のディスプレイに関する こと

ロ品 の発注に関すること

１， 勤ｉＥ社員・ レストランに関すること

食担当

呂業担当　　 事務担当

派遣社員・
ペート

社員・派゛‘
土員・パート

食スペースのレイアウトに関すること

施設への宣伝 に関する こと

施設との イベント に関する こと

ａ；ａぴやｊ一属Ｓ備、タ１ヽ構ａ備の維持管１１

土ミ１事務（・ａ営企業会計の報告書に必Ｓな
資料提供を含 む）

務を般にかかる庶務（市への事業作成ほか）

社員 ’派 ｀　 銭管Ｅ■き般に関すること
務担当　　営業担当　 土員・パート

ー話対応 に関する こと

織全体の業務の補佐など
｀営補佐　　　　　　　　 社員

務に関する補佐など

Ｐ２２

万；有資格

防火管ＥＥＩ考

品衛生責４ＥＥ者

ａ険物ＪＩ又ａ責ぞＥ

防火管ＥＥＩ者

品衛ま管ミ者

２．険物な扱責４ＥＥ

ｉｉｉ

防大管ヨ１者

火対象物点検

資格者

株５ｔ会社かいげつ　　 ２０



２１

様式第６号

種

囑掃ａ備

呂繕部長

土ミ課長

ＣＴセールス ａ．

－ケティング

Ｉ气長

扈業部長

－ル

ンター

員数

務の職種　‾・形態

吊勤にＥ社員

－ビス　　 ｊ遣社Ｒ・パート

部常勤社員

｀務課・

計４ ２人

（非常勤１５４５を

βむ）

部常勤社員

部常勤社員

部常勤社ａ

部常勤社 員・

１－ト

ｇ肖業務１大ｌ容

設１大ｌ タトの清掃および環境整備

設ｒ大１外の２視，ａび警備

設「ブ９ 外の清掃および環境整備

設，ａびイ才属設備， 外構設備の維持管ミ

の他必要とされる維持管ミ業務

ａｌｌ営 にお ける経ミと労務の管ミ総責任者

、土ミ事務（・ａ営企業会計の報告書に必：ｌｌな

資料提供を含む）

ヽツ ト販売とウェブマーケティングの責ぞＥ者

ｌｉイｔミ店に対する営業責ぞＥ者

グループ施ａの電話対応に関すること

Ｘ本部常勤社員はゆーぷる にとって は非常勤とな ります。

Ｐ２３

７お資格

防火管ミ者

防火対象物ぬ
｀ち者

消Ｓ設備ぬ４１
者

－＝ 気工事士

株ま会社かいげつ



様ま第６ｇ

組織体系

ゆーぷる

飲食・∃ｉ営
パートタイム

派遣（９）

海ＪＥＥＩ館グループ本部

＼
Ｓ浴施設

統括支Ｅ人（ １）

館長
（１）

管１１運営

（１）

清掃

パートタイム

派遣

（７）

Ｐ２４
株式会社かいげつ ２２



様５Ｅｔ第６ｇ

（３）人材　成方針及 こ関　る計画

ま令で決められているＭきはもちろん、 任者や新人などｔ場や状況に応

じた　　を行います。

現場施設につきま して 、海 Ｊ≡１館グループの内部講師による研修のみではな

く、 必ＸにＪおじて外部コンサルティング講師を招くなど必ミｌにちじて、 各部ｒ９の

改善 一「ａｌ上指　 などを；ほいます。

また、 Ｑ
ｔ
Ｆ ．などグループとしての活 加により

Ｅ硯場施設のＪ営だけでは経験することのない業務を通じて、 知識見聞の拡大

一人 『ＭＩ力 の育成をサポート し、 業務に対する視野の拡大や柔軟な甓、想がまま

れるようなＪ芯・をいたします 。　 ’務上必Ｓな免　ａ得などのサポートなどもぞｉ

います。

【定期ｉＦ修】

保健所による講習 年１回

消防訓練 年２回

支Ｅ人勉強会 Ｊ１ １回

新卒ｉＦ修ｊ に１回

新役職者研修 年２回

【現指定管ミ期「ＵＩ のプロジェク ト」

・ＳＮＳ活用ロジェクト

・体験型コンテンツ創 ｉプロジェクト

・通信販売プロジェクト

・カフェｔＬち上げプロジェクト

《社 ｜；大ｌ ｉＩＳの４子ｌ

Ｓみ゛”

Ｐ２５
株・会社かいげつ　　 ２３



ギ兼式第６号

一一一一

（４）当該施設において、 現在　　 ている臨時職員（パート含）の　用の考え方

臨時職員の雇ＪｉｌについてはＥ睨行の体制でＪｉＪ１１継続していきますｏ

また 、新規瑞肓職員が必Ｒな場台については 南あわじ市民をヅ。先 しａｍを

行なってまいります。

（５）人ｉＳ・にかかるｊｌｌ：ｉ．１‾｀Ｊ！！について

海ＪＥＥＩ館グループ在籍のスタッフのＥ属 、あるいは新規ＪｉＪＩに関わらず １００ｓ

南あわじ市民 をＪＩＳとしＪｉ Ｊｉｌいたします。

（６）そのｔＳ・を安定しｙＷ　　 を　ｌするための人　白りヵＳ
自

海ＪＩＳグループでは、繁ｔ亡期には本部社員２０１ ほどを忙しｔ， に

応　　　　　　しております。本部スタッフが回ることにより人件費を上げずに

人員を増やし、サービスの低下を防ぎます。

また、ＩＴ部ｒｌ によるＥ回場業務の雑務のｇｌ き■けなどで、Ｅ脱場がよりお客様に

集中 できる環境を確保 します。

Ｐ２６
株ま台社かいげつ　　 ２４



様攷第６９

Ｖ．安を管ＩＩへの取組み

（１ ）施芦・設ｒヽにかかる安全管ＳへのＳ組み

安全管ミに関しては、　　　 ；。 ・　 をむがけ、安全対策に配慮し、 使Ｊ≡目できる

かどうかを確認してか ら利ｍしていただくようにいた します。

ま心 ・安をの施ａａきのために、防災・ ａｌ［！をむがけ、関Ｗ機関とま携し、

ｌ；ｌｊ Ｊｌｌ者が安むしてご利ｍいただける環境を整えてまいります。

【定期チェック】

防災 ・防Ｅ計画の策定…半期

海ＪＥＥＩ館グループでは、年に２ 回の消防訓練のタイミングで、 消防暑・ 警察署への相談を行い 、防災・

防Ｅ計画の策定をぞｉ・つております。 その計回をもとに、随Ｆ肖防ｌａ・ 防ｍマニュアルを４４し、

スタッフ間に■加徹底いたします。

改修 ・修繕計画の策定…毎年

改イ察・修繕を心■とする建物・設備・備品をリストアップし、担当部署様と協議の上、 修繕計画を

策定します。 軽微な修繕に関しては、指定管ミ唐側で修繕いたします。 大規模修繕については、ご

当唐様と協議の上、南あわじ市の予算「大ｌ でぶ修・修繕を依頼いたします。

危険箇所の明示…回半期

手ｌｊＪｌｌ 者の安・に問Ｓがまじるｉｌ能性がある場台は、 南あわじ市と協議の上 、「き険」「使ｍぞｉｌ」

「ｊＥ意」の３ａ階に分け、目 で見て牛ｌｌ Ｓできるよう に１１１１示いたします。

危険箇所に関しては、 ホームページ等にも■示するよう努めます。

責任者の選定

基本 白４］に安兔嵬ミの責任者は支Ｒ人 とな ります。

定期チェックは、 施設管ミの責任で行い、スタッフが協力し合いながら実施していきます。

Ｐ２７
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様ｊＥｔ第６号

（２）

ｊ肖防暑 ・警察署への現状のＪｌ・　 での ｌ大｜容を　 、防災に対する指針を

示していただきます。 その上で施ａとしてなり組むＩ大ｌ 容を決吏 し、 防災マニュ

アルを作成しをスタッフに徹底していきます。

また、気象庁からの各種警報を常にチェック し、 安きにご手ＩＪｍいただくための

対応を行います。

万がー事ａ等が発生した場合は南あわじ市様に報告、 ご相談の上速やかに

必Ｘな措置を講じます。待機する場合は担当部署との連携を欠かさずに待機

します。 またＪ京因追求を行い：Ｆｑ：発防止に努めます。

施設に損傷がある場合は、 一。目。営業休止とし、担当部署と協議の上、再戛

の時期・ ｜大ｌ容を決定いたします。

Ｐ２８
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様ま第６号

（３）ｌ！罪の防　へのな組み

ごｌミ｜」ｌｉｌ いただいているお客様、

のための警備を下Ｅのａり ぞｉいます。

の安全確保を第一 とし保安

ｉ入管ミ業務

宿丿白施設の特性上、 来訪者、 搬入業者などのｉ入が１くなる為、 交錯や諸室の鍵の施錠を監視、 ４Ｓいたしま

す。

駐車場管ミ業務

施設をご手｜ＪＪＩいただく力が増加し、駐車場の・雑が予想されるｊｉ台は車両誘導を行い、待つことなく入館できるＭ

策を講じます。また、 Ｘ季繁忙期には車両誘導係を増員するなどし混雑時でもスムーズに人おできる体制をとりま

す。

｜びｉ１１１ ・防 ｉ［ｔ。視業務

Ｓｐｌ；ｌの滞留人口の増加が見；きまれる１台などはＳ。車場・Ｓｌｊ；ｌ・ タ１，Ｊｌｉ】のｌｌ回を・４ヒしぞ審事案の起こらぬようにぞ

戒します。また． Ｍ季繁忙期にはａ回・員一 回数を増加し、夜間のＳ回時「ＭＩも延長し、周回におけるンＦ審事案を１

戒いたします。

ｊｌ 回業務

ぞ審者・ 侵入者等のｊｌｊｌ・ お止 ・建物の損傷 ・落書き等の確認 一大災の予防 ・不Ｒｔｒの 消Ｍ づ肖 防機器・ 消火

器ぶび消火栓の点検・ 閉館時の施錠の確認・ 潜伏者のＲ見措ｔなど様４な観ぬから館内での不審事案がき生し

ないよう館内ぶ回を行います。

緊隻、時の警備

火ｍ・事複等がｊき生又はその・れがある場台は、消防・警察に通報連絡をぞｉ－うとともにＥ脱場における初期消央ｊｌＪ

Ｓ者等の避難誘導・負傷者の救護、 消防隊の誘導等を５－います。

スタッフの責任感による無ミ１な救・などを控え 、二次白４１ １た害を想定 した対ホを行うこ とをｔ視します。

もちろん、火災、 事ａ等のｇ生を防ぐため館 ｜；大ｌ外のＲ視、設備点検や機能確認を定期白４Ｊ に行い、 防災訓練を前期

・後期に分け年に２回実施いたします。

Ｐ２９
株ま台社かいげつ　　 ２７
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（４）緊急時の対応

緊急時（災害が起こった場合） を想定し、普ａからスタッフがマニュアルを認識す
るととも に、 年「ＵＩ ぞｉ・事で火災訓練を実施します。

施設のみならず大規模災害の場合は、担 当部署の一員 として、 指示をいただき
ながら、 対応していきます。

緊包、時マニュアル

緊急時対Ｊちマニュアルを作成し、 定期的にマニュアルをチェックし、 スタッフに徹底します。

訓練の実施

施設を体で、 火災訓練等を定期白ぐＪに実施します。
スタッフは、 ＡＥＤ講習など人命救助に関わる講習を■講します。

緊急時対丿芯

いざ緊急時において対Ｊおしようとｇつても、なかなかｌ難が想定されます。普段より意識しながら業務遂行す
ると とも に、 定期 的な講習や訓練を繰り ｉ！ し行います。

ＡＥＤの設置

宿泊 ・スポーツ施設にＡＥＤを設置することで、 利ぞきの安心ヽを保つことになります。
日常点検を行い、 緊急時に使ｍできない事態にならないようにいたします。

協力体制

緊急時にあわてないために。日 ほから消防署や警察毫をはじめ関係者との協力体制を整えておきます。ス
タップ「ＵＩの協力関係や周ｍｔ域の皆様との相互に協力できるように努力いたします。 また、災害時等に避難
場肖ｉやボランティアの活動拠点として活ｊｉｌ していただく場合には、指定されていなくても積極白４Ｊ に対ぶさせて
いただきます。

緊急時連絡網

南あわじ市、 消防署や警察署など緊急時に連絡する必：ｔがあ るところへ必ず連絡できる ように整備します。
固定ミ話がぞ通になった場合も考慮して、携帯メールやＳｋｙｐｅ等インターネットａ信も確保します。

二まｌａ害をＲ小・に抑える

スタッフの責ぞＥ感によるＳミな救１！力等を控え、 二ま１た害を想定したガホをぞｉうことをｔ視します。
そのために、 肖日の責任者は、 常に落ち着いた判回ｉができるようにいたします。

保険への加入
モｌ ｌき縦きＲほを確■する・Ｒに加入 いた します。 下Ｅは現を、 海Ｊ≡Ｉ Ｓグループで加入 している４ａの菊ま

・　 です。市の規定に基づきながら５１ き続き加入してまいります。

ＳａＲぞＥ｛ＩＵＩ（身体賠償）

賠償責ｆＥＥ｛剛淡（財物賠償）

保障保険 （Ｅ療保障含）

む金総合保険

個人情報漏ａ保険

４＝゙ ＥＨＳＩＶｊＪＥ

参考 （ｌ劼ｌｌ入分）

１名 ：２ 億Ｐニｌ、１事故 ：２ ０億Ｆ１

１事故： １１１Ｐ３

ｉＥ亡： ５００万ＦＩ、後ａ障害： １５～５００万Ｒ、入院： ２～３０万Ｆ９、 ａ院 ：５千Ｐヨ～１２万円

歳入湊済額の２０（Ｍ，

年『ｌま払Ｓ度額　：　 ２ＳＦｇＳ　（１ Ｓａ ：１ ０００万 Ｒ、 年間ま祉ｍき額： ３０ ００万Ｆヨ）

もし何らかのｔ急時対応の必Ｗ性が・じた場合は、一。目．ａ常業務にＸつてから、 ｉｌ発防止策を検むし、南あ
わじ市担肖部署と協議の上、注意事項等を利ｍ看へ伝えられるようにまとめておきます。

＊まページに＿考資料（１ ″５）として　際にＥｌｉｌ している１１機夕ｔ策資料の一部を添付。

Ｐ３０
株式会社かいげつ ２８



様ま第６そ

緊－０１－０１　：　緊き事態予防 ・ガホ手順書

（予防

｜
－－

ｊ

”″

緊き本きの内Ｓ

火ＸによるＭき事態

ＸＳ責を者ぶ：

防火管ミ者

）

別紙資料（１）

●ｊ　　 ～ｚ　　　　　　　Ｊ

９社 ｉヨ ＝２０１０年 ７ｊｊ１日

本｛予防 ・がｇｌ のう ちａｌｌｉするヵに○をつけること

ＳＲＷＩぼＩＥき

加茂室長

閭璋おＭ４：

｛ＳＯ事き笳／環境そき委ａ

川口お長：

全部Ｐ９

（く　緊急事態のｉＴ能４生のある内容　ｉ

火Ｘによ る緊急事態にが応する ためのｍ織体制及び資Ｅの所さ
緊き事態に対応するａ鐡体制ａび責Ｅの所在については、 ｍ防計洒省のｔめると ころによも

ぐ（　 予防手順　Ｓ

（Ｄ、■年火災Ｒ備のｊｌ挨実施済み（ハク ス防火　ｋバ）７９９－２２－４１９９）
ｔ、 年２ 回避鑓・棟の実施 （５ ｊ：１－　ｌ　ｌｊｌ）

几

〈　 対応手順　 〉）

匐、 火Ｘが発きすると 。吸瑰機が作動し何だのどこで火災が・圭したが表示する。
②、 ｔｒ７ｔ櫞で表示されたｇ所へきそ し、 状ｔ２をた抛する。
③、 り加奈化とｔｌ！ ｌｔｌｉ－したををは、１肖大器で氛勉する。
匈、 麕火管ｓｉｉをざへ連４を入れる、 ぐ初期消大のを合）
⑤、 参丿期消・でない場をは、 洲本稍め署（電話　２４ －０ １１ ９　 ）へ連絡する。又は。 き絡させる。

｛火災Ｗ四の赤いボタンを押せば真接連絡ができ る・ ・－ ６な大をきき －ｌむ火ｔき頁を考へは、
あら かじ めａ械にＳ絡をが入力 して ある ので、自Ｓ的に連絡が入るｊ

⑥、 哨Ｉ方黶より 逆恠が入るので、 状況、を加らせる。
⑦。 従業員は、他の従業ｋ とｔき力 しておぷｌｉめ・ＳＳ４にｇめ る。
⑧、 すべ。てのおｓｔｌのＳ導が出来たか、 ４加予定まで礇ｓをし、従業員も４難する。
⑨。 に大ｔｌｌｔ又は６火責をきは 、発ｔ特 のｌｌ拑八び対応 にっいて は、 回Ｗズ宍 （ＦＱＩＭぽ）（ Ｅ２．一 〇２

－０ １） を作成し 、保管す る。

⑩、 祖当 環境管ＪＩを只は、状ａを４ほ Ｌ、 Ｓｎの責イモＦ；肴に状ＲＲびに・疹ほについて報をする。

４Ｊ

ネ

＊

点検 ・確Ｓ　カ

なぜ、事故が生じたか原因 を迫たし報き｜（不連合・ １：ｍｔｆｌ報告７） にま とめ。環境Ｗき責
任者に報告をする。

Ｐ３１
株ま会社かいげつ ２９



様ま第６そ

ｌ，

２，

県－ １－ １－２　：　緊ｔ事ｔ予防 ・ガホ手Ｓ書

緊な事魍の丙ぎ

ガス洫れ．・ ぎ室によ り火災９生

実ｌｅｉ責任者；　 防火管万考

実施部門：
・．ａ＆ ●．ａａ－

《回防暑ｊ：入り 検査力

１年に１ 回ｇ火ほ備の検を

３単に１ 回ａ火有料Ｗ定の検を

発行日

別紙　料（２）

２２ 年　　 ７１　 ３日

４（于９ ・対１む）ほ５する方ぺＣをつける こと

管１１責任考 ＩＳＯ峯誚ＷＳ肴管ミ委員

Ｊ１ １口 住ま／をＳＭｌｌ
加’茂室長

関連ＳＦＭＩ ；Ｒ９呀 ・き｝

ｒ録４ｉ ｒＡ検Ｅぬｊ

（３ ．年 に１ 回大ｘｊｌ！ ｔｌｔをＳｔ したｉａｌａ４のを会 い）

四皿

Ｌ　 １単に２ 回避難ａＳの ＩＩＩ練爽旄 ５　Ｊ１１　（ｉ 防ａｊ１・ｔいあ り） 、１ リヲ１自 ま遭難誘４Ｓ Ｉｌａ実Ｊｉａｉ ｛・ａ署へ報告

あり｝

２， １年にｌ 回Ｍ火Ｓ 一拍大４１の使万ｌｌｉ練 ［５ ｉ］ ｊＵｉｉ）

３． １年に】 回ｌｉ！ｉ報装ａの実施テ スト

１

２

３

ｌ。

２．

１。

２．

３，

・祖防設備点検ｉ

１年に２ 回消防設備業者による消防ｊｌ５１：備点検、５　Ｊ；Ｉ、 ｎＪＩ（５１ 消防署ぺＳ告）Ｆ具をがあれば改善する
。自 ｔ点ａほ１１りと してＲ　４ｊｉｉｘ　ＶＩＸＶ萢Ｓに１ 回） ぞ具合が あればａ粹する、

朧時、防火ａ｛ｉに不Ａ・台がｇ生した４合は改きする。

｛Ｋ防火が策 ・Ｒ 回り Ｘ｝

を部署は火４予防にｇめ、 火Ｓ使ｍ後は後４末・ え栓のをＭを確Ｓする。

を警４事きは、ｔａれにを館に異ｔのき いこ とを確Ｂする。

ぐ（緊急凖：態発生丿 火災ｇま

を聢戮叺は、 大災めお客様の避難誘導にａめ る。

ｔｉｌＳ貝は、火■Ｒｔ時の組織回にｔｌい。速やかに社をする。
火災発生｜時は消防署へ通ａする（火ｊ，１１１報システム） の活用。

ｒｌ Ｗｔｌｉ Ｓほ畏こ き藤敦夫

ぴｑｔｌｉ

ｒｌ ｌ２ ノト

２石

ｉ冷裳ｔｉＳむ

ｌｎ 防・ ｓＩ４

４

たｉまｉａ９

ほ４ａ

１こＳ

４滷．ヵ ｉ．

ｊ’ ．ｚ ラー ．Ｅ

Ｖ４

ｊ

り

ＬＪ
４

Ｓｎ 館自 衛消防隊編成表

斟ほ長； 岡本ズ配入

ね哺ｉｌ

・こ ／１ 力き

２４Ｓ

断出き

ラｐ〕， 経理

１名

敕Ｓ．ｔｊｉ欟き

拉７４

や

鶚　蝴
ｔ

通妲ｉぎ泌ヨ

７ゴ ン？－２

７１ ほ忤 ３ち

ｌａＳさｆｉ．ａ

｜きりりｉｔｌ！し

Ｐ３２

社ａ ａＳ ．ｊｈ

；ｉな脣丿訝

Ｓ隊長： 襲９副支ａ瓦

消火ＦＥ

ａき場たい

ね７ １４衣

ｔｒ！大器． ヵ１六

吩５

ｉ！ｉｉＳ４膤Ｓ

ｌａ 桍・ 。ｊ －ｆ

２０　１；

防ｉマｘｙ

４ガ ホン ．懐

中電灯４

株ま台社かいげつ ３０



様式第６９

－

緊－０１－０２　；　緊急事態予防 ・対ぶ手順書
－

（予防

緊急事態の内容

ノロ ウイ ルス予防対応

実施責任４・ホ：

調ミ部門長，

１．　 予防手順 レＦ・の表に定め る。

ｉｌ紙資料（３）

１

癸引 ：２ｍ年 ブ……ゾし］
・対応）

Ｓ

ｔ（予防 ・対応） のう ち蒭■する力に０をつける こと

環きＩＳｊｉそき　 「ＳＯ本務」４／環境管Ｓａ」ａ　，

加茂ま長

”〃ｉ’

関連部Ｐ９ネ：

全部ｒｌ

ｊｌ ｌロ 部長

ノロ ウィ ルヌ によ るぎ擶１性ｙｆＳ炎は、お うｑ１・ 下痢等の症状をｆ年い、冬に多 く見 られるぞま症です。

２～ ３日 で？台癒して しまいますが。・ｌｆしない場合や軽いま邪のよ うな痙＝吠もあり ます、
特にえ疫力のＳいお年寄り や乳幼■がＳ染すると、時に麕盾、化する５れがある。

Ｌ

手洗いの施ｆｉ

２

晴理き／瞑ミ器具の

殺菌方法

－

３．

ａを物の処理方法

４．　 症状Ｗ

【予 防】

｛調きｌｌに入った畤、調きの覩、 食事の嶌、用便後には十分に手を洗 う｝
すす ぎ－ａ水によ るま水で十Ｑにれ い、 ４Ｓ なタ オル又はペーパー タオルで拭く。

ヵｉｉけ ん自 搾に はノ ロウ イルスを 匪損失活化す る１効果はあ りません が、 手の

脂肪４の汚れを落とすこと によ り、 ウイ ル。スを手指からや１がれやｔくする

効Ｘがある。

ａ菌カＳ・－－ヽ・次■ｊｉｉ素醗ナト リウ ム゛ 、加熱

がａＳＳＪＩＷはま湖などをまＪｉ！し十う２ｈこａ浄した後、ａ：ｆａ素酸ナ トリ ウムり！ｉ

素濃度２００ｐｐｍ｝ でａすよ うに拭く こと でウイルスを失禁化できる、
をまな板、を１Ｔ、へ ら、 食器、ふきん。タ オル４は熱湯 ｛８ ５で以上｝で １分以

上加きする

が二枚只などを取 り扱 うと きは、！ｇｌのＳｇＳ・く まな板、 ｔ！ＴＳ）をそ１１Ｊｉ！。
きし くは 、跼Ｓ器Ａをま１１の都ｔａ浄、Ｓ湯ｉ４を する。

（｛ｔｌ！のｔ犲への こａＳ染を防止す るよ う、 特にま忿する よう なをつけ るｊ

ｉ¶｝紙　１

ききは他への付４ ・ｔｔを防止するため速やかに行う。
ａ

全ての部門が実Ｓする。

１１痛、 下霽１、 ｇ牡等痒状が縦く とき は、 早め にＦ療櫞闊を受Ｓする、

食ａ？， の中むａ度

こ

８５ で以上で １分間以 上の 加熱

の徹底

．． ．－　　 Ｊ　 Ｉ－　 ■回　■

まさ につ いて のａＥ息ぷ＝７（Ｄ常 にＪＲを俎く ９る．

②指輪・ をはずし 、ｌｉけ んを 干お泡たて．る．

③ブ ラシ など をま ｍし て手指を 洗きする

ｊＷ

Ｐ３３
株ま台社かいげつ ３１



３２

様５Ｅｔ第６そ

Ｅ３－１０－０４　：　緊な事態対応 ・予防手順書

（予ｌｉぢ

緊含丿享脂の内容

ノロ ウイルス緊急事態刔‘応

実ま責任者４：

２

を部Ｐ９

・紙　料（４）

ｊ発行９　：　２０１０　年　　７　Ｊ！　 １０　１ＥＩ

ｔき崔－Ｓ！ａ　ｇｌ）うちｔｉ１する さに ○を つけ ること

覆！ｉｌ管ｉｌ責・ｆｌ：者，　ｌｓｏ事務ｓＳ／ｊ覡麦管Ｓ委員

力ｕ茂Ｅｊｉ　　Ｘ　　　　　川口部ｊｉ
関連ＳＰ９・　：　　　 を部ＦＩ

緊な事■対ホ手順 ：下Ｚの散に定め る、

【夕ｔ応】

１。 感染者が使Ｊｉｌ した食

Ｓ類のｉ肖毒の仕力｀

２， 環境の■毒

感染者が発生 したＳ台

㎜

３． 食ａ取扱者の衛生管

きで１１意すべきＡ

４。 跼きき事考が感染

の恐れのあるを合。

５。 お客様と 接する者

及び料週１を 提供する者

が感染の ５れ のあ るき

合

’ａｌミ施設等の責ｆＥｔ

ｌｉａのＳＳ等多入社の食事の調１１， １１食Ｓをする部・へＳＳｔのｔＪｎし

た食Ｓ類やをぶつがイ・ｔ着した食Ｓ類を下渺するきむ、 ま意がもＳです。 ｉｉｌｔ
であれば食器等は、厨房に戻す前、 食後すぐに次亜ｔ巌ナ トリ ウム液に十分

浸し、消毒します。

水食器等の下Ｓいやｌｌｌ！ｔａに うが いを した場所等も まｉｌき素酸ナト リウム

Ｓ（ぬ素濃度約２００ｐｐｍ） で羂毒後、ま剤を 使っ て４ほを する。

ノロ ウィ ルス は感染力が強 《、 Ｑ境 （ド アノ ブ。 カーテン、リ ネン類、 日ｙ目

ぬな ど） からもウイルスが検１おされます。 ！きぬ才力ｔＲ生した４台、消毒が必

要な場合次ｌｉ塩素酸ナト リウ ム゛などを使用す る。 ただ し、 次ｌｌ塩素Ｓナト

リウムはをｘａ食ｔ生がありますので． Ｓきぎの薬弗ｊの拭きなり を十１・にする
よう 注意をするこ と。

食品への二ま汚染を防止するため。 食ｒＷｌａ扱きは日ｔｌｘから 自ｊ９自 ぶ１・の９康状

觝をｔ握 し、 下乗やお うを、Ｘ邪の よう な症状がある場台には、調ミ施設等

の頁ｆＥ者く営業者、 賁ａ豪生貝Ｅｔ等）にその

皿四に→　下痢やお うせやの症状がある力を、 食４をぽ接１１ｋり
祖う・作業にｔｌ事させないこ と。

このウイルスは下痢等のを；１犬がなく なっても、ｊ常では１ １１回ｔ度Ｒいとき

には ｌヶ ＪＨＩま ウイ ルスの排ほが緝く こと があ るの で。 き状がな莠したま

も、 しば らく の間はぼ接食ａを 取り 扱う ま業 をさせないよ うにずる こと。

前４ ４に準じた鉗ぶがらＷ。

外部から の汚染を防ぐためにお客振ｉと はＳｊに従事き専■の トイ レをｇｍ

し、 ドアのノブ４の手指の触れる４ｉタｉ等のま浄り肖毒４の対策をＳるこ と。

食中■に鼈するご相談は・ 淡路保健所

Ｐ３４

電話 ０７９９・２２・３５４１

株ま台社かいげっ



様攷第６９

ド。 緊急事態予防 ・が応手順霄

（予防

緊きをＦ）ｉ・９Ｓ

ま縦Ｉ漏れに よる 土壌汚を
．Ｊ

実施・任者４Ｓ　：防火・１１責任ｔ　 嗣ｍ　　嶌

環境管Ｓｔｎ　きＳ ・清Ｍ・ リネン

２

３

４

１５

６

－

Ｒ行 日；

ＳＩ紙資料（５）

２２　年　　 ７１ １０　日

巵）・
キ（ 予ｌな・ が応 ）の うち 該さ する ガに Ｏを つけ ること

Ｓｊｌ・Ｓ責任き　　 ＩＳＩ） 事Ｓ９／Ｓ擒ＷＳＩ！；ａ　Ｊ
’１ １ｈｔｔ

ｐ：／／ｗｗｗ．。．　　　　　　　ｌ
加茂ａｊｌ　　　　　　 ｊｌ ｌ口 お長・

゛－Ｗ

臈連索鬥才ｉ：

ｇ辧 ・清掃・ リネンＳｒ！

－　　　　　　　　　　　　　 －－

緊急事態の万能性のある内き

①９Ｓ万１１油、 ＪＩ’Ｓ Ｒびガソ リン ぷ下 りＲ抽等ｊと いう ｊに９生する ｉｊ゛飽きが ある 流出及びそれ

に伴 う士壌への汚染。

緊き事Ｓにガホす るた めのｍ幟４ＳＲび責ｔｌＥの所在

②県な事Ｓにがた：する組ぬ体ｌｊａびｊｉ任の所白ヨにっいては りｉｌＳＩＦＳｌｌ」 にきめる。

対応手順

１） 重油等流出の予防

重油 タン ク、 灯加 タン ク、 坊油ｉｌ、・火ａ及び脚ａ着材の整備・ ぷａ

①ま油タンクの管１１き： Ｓ繕 ・ＳＲぺ１ネンＳＦ９裁境管Ｓ委ｎ

０給油４にＳなすろＳＦｌ ｊａ はＩＲＳタンク、 ぐ汕タンク。 ａ汕■ａびｉ火Ｓのｔたａを確ｉｇ し、 ｊｌｔがあ

った４をは管Ｊ！者に報告 し、 Ｗき４？ｒは修繕を指示する。

③Ｓ境ｔ １１委員 は１ 階撮ｇＷｇ寔に油吸■４オ をＥ備し 。Ｍｊ畤点検する。

まｒ汕タ ンクからポリ タンクヘの給加時の注跫鳬み

①バルブ操作をが らな い。

②給１１１１ 中そのまを離れない。

ポリ タンクから自ｌａ具への袷４４のまき享４

①ねＳのＳ、 きのおれの火をｍす。

②給加中その撥を離れない。

③ポリタ ンク はほ房Ｓ具と はＳＩ』 の・・に置き 、・ｔする、

重油等流出時のが応

上壌への影響がある場合

①を ち会って いる 前回 １４ は、 業者 にバルブをＭ めさ せる とと もに 、重仙郷の流徇を 止め させ、又は自

ら止める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

また、排水ほを土嚢で閉躋 し、 ま油等の排水路への流入の拡大を４とする。

添付資れ こ陦防計両書

Ｐ３５

株式会社かい げつ ３３



様式第６号

一一

（６）上Ｅａタ¶ヽで特ＳＩＩ にＥ

特にございません。

－

する

Ｐ３６
株ｉｔ会社かいげつ ３４



様ま第６号

作東項目

ａｉＥ外観ぶ検

ｊｉｌｌ築重点点検

特殊ｉｌ築物定期調査

１１築ａ備定期検査

圭な仕様

ＭＩＳＥ外観点検
（維１き・ミＺ務担自 若）

ＲＳＳ点点ｌｉ
（有資格者）

１１築設備診断
（有資格き）

年４回

３年 １回

年１回

５年 １回

都度

ｊｉ検項目

Ｐ３７

維持Ｗミ業務担■き

ｉｉＳ格者

Ｗ資格き

有資格者

有資格き

維持感業務担・老

４検内容

チェックシー トに基づく目ａ点検

チェックシー トに・甌づく 目ａ点検

建築基準 法１ ２９ にａづく 目視検査

建築ｇ準法１ ３４に基づく目視検査

チェックシー トに基づく目視点検

靂度 ５以 上の地震発生後Ｒび大型台ａ等災

害以後のチェックシｒ トに基づく目視点検

剥き、ひび割 れ． チョ ーキ ング．エつロエッセンスのａｉ 、シーリ ングの

株５Ｅｔ会社かいげつ ３５

ｖｌ ．施設・ 設備の維持管３１

（１ ）施Ｓ・　 しの管Ｓ体制

業務を体を管ミする支Ｅ人に加え、 建物施設管ミ責任者を■：いて施設・設備

の管ミに万をを期 します。

・業務執行体制

１） 維持きミ業務を総合白・ｔＪに把縦し、 統括管ミする維持管ミ業務総括貴４ＥＥ者は支Ｅ人が兼イＥＥ します。
総括責任者は市とのｔ口となり、業務の統括管ミ、各お・回書・報告書の作成・保管、モニタリ
ング対Ｊちを一ラｉ；的に行います。

２）維持管ミ業務に関する情報は全て総括責任者に集約される体制とし、維持喩ミ総括責任きは情
報を９・析し、な降の維持管ＥＥＩ計回を適宜ｊｌ直すなどＰＤＣＡサイクルによる品質管ミを実ヂｉしま
す。

３） 設備機器の点検について、 その一部を「株ま会社かいげつ」の組織 一機能をほＪｉｌ して １大ｌ製 ｛ヒ し、
認証Ｊｉ又得済みの「 ＩＳ ０１ ４００１ （省資Ｓ／省エネルギー活動） 」を活Ｊｉｌ することによ り、 維持管
ミコストを削減します。

・建物総合診断の実施と修繕計画のｊｌ直し
指定管ミ事業に対するミ営維持管ミ業務経験を有するマネジメントチームによる総台ＭＪな建物ａ備
診断を実施し、予防保を措置の実施壙定と長期修繕計画の見直しをそニｉい、劣化等によるた険・ 障害
の未然防止に努めます。

・実施項目と頻度・び内容

弧検頻度と内容（緑色はＳ求水準の定めのない自 ま白りな点検として実施）

予防保全のための自主点検

予防ａ全のための自主点検

建築基準ｇｉ １２ ＳＩ

建築Ｓ拳法１ ３条

予防保全のための自主点ａ

災害後における自主点１１Ｒび保全措置

建物の外１１点検を行い、 せ上げ材の浮き、
劣｛じなどの４犬態の有無を確認します．
ａａはＲ１１かつ１央ｉｌに加Ｓを利ｍできるよう、 がたつき、水ｌｉ性・ 機ａ性ａび耐ａＥｉ生．ガラスのＳｌｌ ・ひび１１れ、
猜、 ａａ、ｔ形、 Ｓｌｌ等の有無ＲびｉＥ常作ＥＳ確Ｅ、 開閉 ・抜１１Ｓｉｌの確Ｓをｉｉいます．

ｅｉｉ下、Ｓｊａ物！ｉ四四１まｊＳ急ｌｌ置Ｒび安ｊま１策をＺＩＣ、ａちにｇｊｌをｌｉいます．

ｊａ検項目： Ｓａ ・外ｌｌ ・ｉｌａ （内外ｇ）一 天并 ・内ｌｌ ・ま ・階段・ 手すり萢のａ態ａびＳ帛のＳＳＳのさ躾１を、有扁ＳＳによつ
てよ り専ｒｉ的に実施 しま す。

・・検Ｓａ果は異Ｓ個ｊｉｉのｇ・・をＳｆｔｌ したＳ吉Ｓを６威し。 修理 ・修ＳＳの必Ｓの有Ｓやそのヌｌｌ！Ｓを１！ｌ吏します。

Ｓ検ｌｎ目； Ｓｒｉ的な立場から５ 年目に建Ｓａｉｉ診断を実Ｓし、診断結果をｉ！に、 本脯１設に関するライフサイクルコストを低ＳＩす
るための施ａｉｌ用力法等について提Ｓをｉｉいます。



様式第６そ

（２）施設設　の適切な維持管Ｓへの】Ｓミ組み

予防保全を基本と し、 維持管ＪＩ業務マニュアルを使 Ｊｌｌした「 日常点検」、 「定

期点検」 、ａび災害ｊき生後などの 「特 ＳＩＩ点検」 を実施することにより建物ａび設

備の　　 合を早期に把握し、適９１な保を措 を行うことで本施ａのａ営をＦ９

珮なもの とするこ とに加え 、建物獵備の 、ｊ 寿命４ヒ を回 ります。

予防保ををあ本原則に維持管ミ業務マニュアルの作成とその実践
Ｓ営業務と維持管 ！１１業務を 同一企業が一体Ｍ】に・務を担 Ｍｉ する ことでサービス水準が 「ｓ」上

むＪｔ施設の維持管ミ１：ち上げ業務経験者による新任ｔ鳬採ｊｉｌ職員の教育指導
南あわじ市１大ｌを住者のＪｉＭＩ の創ｉによる 、ｌｔ！！域経済のｇ性化に寄４
診断実施による長期修縫針画見直しによる長寿命ｔ

作業時閠 ・時期・ ：ち法の協議・Ｓ整

年間業務計回書

維持管ｌｌ業務計回

ライフサイクルコストの削減

省資源・省エネルギー

Ｓ境負荷軽Ｘ・環境汚染等の防止

施設利用者の健康被害防止

劣化等危険・ 障害の未然防止

沛築物の性能保持

建築物の財産価値の縦保

大規模修繕のｊきまを無くす

維持管１１業務マニュアル

・予防保をを基本とした維持ｌミシステムの構築
１） 頻繁な「 日常点検」と「定期点検ＪＲび災害発生後などの 「特ＳＩ」点検」を実施することにより、

建物Ｒびａ備の］ＦＲきを年期 に把握し、適りＪ なｆｉｔ措Ｘを行うこ とで本施ａのａ営をＦｌがｌなも
のとすること に加 え、 建物設備の長寿命 ４ヒを回 ります。

２） 業務き般を統括管ミする維持きミ業務総括責任者は施設長が兼任します。
日常業務に従事する事務室に維持管ＪＩ業務の連絡受イ才窓口を一ｉ；イヒします。
事務まは維持管ＥＥＩ業務の水 口と して常時連絡ｉｌ能なヘルプデスクとしての機能を担いこ　－ｊｉｔ 白り
な管ＥＥＩ体制とすることで；Ｆ測の事態にもｉａ速にＭＪむします。

３） 業務担当巷間で頻繁にミーティングを行い、 異常にがして常に注意を払い、 ｉミ ＩＪ Ｊｉｌ者の安を。にＥ
盧して劣化等による危険・ 障害の未然防止に努めます。

・４！・期発１， 、ｌｉ！連な補修；ａび長寿命化（建物の性能・ 機能、ぶび美観の維持）
１） 安を確保に重点を置いた本施設独自 の毎 ＪＥＥＩ Ｓ回ぬ検シートを作成し本チェックシー トに基づい

て維持管Ｓスタッフが毎ＪＩＲ回点検を実施し、 ぞ具合を早Ｍに把握し連やかに補修等保を措置
を講じる ことで建物の長寿命化を図 ります。

２） 日常の管ミ・ ａ営の中で維持管ミ業務モ咀当者等が気づいた破損等は、 ＲＩ］座に一時が処を；ほいま
す。

Ｐ３８
株ま会社かいげつ ３６



様５Ｅｔ第６ｇ

一一

（３）効旄白りな維持　　　　　　るための考え方（経費の

設備や建物については一部、弊社の組織 一機能を活ｍ して ｜ヌ１１Ｅ４ ヒ・ 常駐化

し、 維持管ＪＩコストを削減いたします 。また、 マルチスキルスタッフを育成して

きた ことによ り、 効率 白・ｔ］な人員Ｒ置が行えてお ります。

・効率的な人員Ｅ置と施設計画による合ＪＩ化

１） 業務担当者が関連する複数の業務を兼務するよう指導教育し、 マルチスキルスタッフにより効

率白４ｊな人員ｉ！置を実現します。

２） 設備機器の点検について、 その一部を「株式会社かいげつ」の組織一機能を活ｍして１ヌｇ製４ヒす

ることにより維持管３１コストを削減します。

・イ疹繕に関する費篦低減を実Ｅｌ

ｌ） 日常の管３１・ヨ１営の中で、 維持管ミ業務担当者、 清掃員等が気づいた建物の；；Ｆ具合や破損等は、

ただちに事務室に集約され、Ｅ脱場に勤務する維持管ミ業務担当者でが処できるものについては

ただちに修繕等を行います。

２）専門業者の手Ｅが必：ｌな修繕について、ＲＩ］対にの必要なものは、 ただちに専Ｍ業者へ連絡し、

修珪する事で二まＸ害の防止。 劣４ヒの抑制を回ります。 肖］対ぬの必Ｒでない修繕については、

１１年度な降の修繕計画の見直しをぞｉ い、 修繕工事に係る１■の低減を回ります。

・各種設備の長寿命４ヒ

１） 予防保全を基本としたき設備の定期ＭＩな点検による；；Ｆ具合の早期発見・ｊｌ・期対丿芯に努めます。

劣４ヒの進行をｉＥｉｌ能な限りきくすることで、各設備の長寿命化Ｒび修繕・更新費の縮減を回りま

す。

２） ａ備機器のａ転使丿目 ・をデータイヒ・ 蓄積し、 次年度な降の設備管ミに役さてます。

蓄積したデータを前年度や前ＪＩ度の記録値等とＪｔ較を行うことで定量白４〕な検証結果を導きｉし、

異常９所・や劣化等の１！期発見につなげ、 予防保をを実ＥＩします。

・ＬＣＣ （ライフサイクルコス ト） の削減

１） 各種日常ぬ検結果の検証により、予防保全を基本とした必要にＪむじて日常的な修ミ・保守を施

し、 施設機能の維持礦］上を回るととも に、 ま寿命化を回 り長期白りな修繕費を抑制 します。

２）施ａｌミ台帳に手ＩＥＩデータや笏、障・ＩＥ新履ＥをＥＳ一管ミし、 ３１状を分析し定期白ぐｌ に業務計

圃や修繕計画の１，直しをぞｊ－うことで設備のＲ常や故矯。を未然に防ぎ、まＳにＥるＬＣＣを抑えま

す。

Ｐ３９
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様式第６号

（４）外部委託にかかる市内Ｓきの考え方

外部委託に関しては本施設の特性を踏まえ、 南あわじ市｜ブ；ｉｌ を業の活Ｊｌｌ、備

品・ 消耗品の調達に努めます。 また、施設や設備の修繕に関しても南あわじ

市｜大ｌ の業者を最優先とし依頼してまいり ます。

（５）上・ａタ１・で４０１こＳシ

特にございません。

Ｐ４０
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様攷第６号

□ ＶＩＩ． 自主事業に関する事項

自圭事業に関しまして は、 現在行なっております飲食 一物販事業を継縦 ・強

化してまいり ます。

ｔ産ｔ消の魅力的なフードコーナー

観光客だけでなくｔな住民までも訪れてもらえる よう 、５ １き続き ｊｔなの 魅力 を発信できるメニュー

作り にＩＩ又 り組みます。 これまでも淡路島の食材を活か し『鱧えび定 食』 や淡路島の食材を詰めａん

だ『あわ じ島丼』 と新メニューを搾 りほ売してまいりました。

また健康増進施設としても、多様な二－ズににえることのできるメニューラインナップをり｜き続き提

案してまいります。レギュラーメニューはもちろん、 回季析なの食材へのこだわりをを回に押しｉし

た季節限定のメニューをＪＩ意 し、 リヒーターのお客様を飽きさせないよう に致します。

例） レギュラーメニュー： タコから丼、 ゆーぷる定食、トンカツ定食など

季節限定メニュー：カキフライ定食、鱧えび定食 など

べ

｀
Ｉ
’
。

。／

（たこ唐丼》

＜新メニュー開発霓’ン

（麭えび定食ｌ

湊路島の４５ 物『Ｓ』を贅Ｒに使った一

品。 エビフライも添えてボリューム満点

な定食であり、観光客にも喜ばれる一

品。

｜ゆーぷる定食｜

Ｓ

ｋ店 ｉ大ｌのキ兼子》

淡路島の食材をふんだんに使ｍ した丼ぶ

り。 淡き島ＥＥねぎのオニオンリングとタコ

唐揚げ、 鰉フライが乗つた贅Ｒな一品。今

では人気商呂 のー つ。

Ｐ４１
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様式第６号

ＶＩ。自 生事業に関する事項

物販コーナーでの商品販売

旅館や、 ホテル、 Ｅ睨在管９１ａ営を行なっている南あわじ市指定管ＩＩ施設のさんゆ～館、ａぴゆー

ぷるのＳ浴施設で培った売れ筋商呂の選択や商ｉｌｘ示のノウハウを活かしてｉ３１ き続き、 特産農産

物・ 加工 ｉｉ 、あるいはお風呂グッズやお子様が喜ぶおもちや類などを販売します。

特産農産物などは 、ｊき九の農家さんから直接仕入れ、いわゆる２等品をほ売することで農家さんに

とっては市場に出 回らない農産物がｌミ｜Ｊ ＥａＥとなり 、お客様にとっては新鮮な野菜が安価で手に入るな

ど、 双力‘にとって有ａな関係性を構築しております。ｇ ｌき続きｊｌ：・の方をＪむ援できるようなＪＩ又り組み

を行ってまい ります。

ぶ ｊ

Ｐ４２
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様ｊＥｔ第６ｇ

ＶＩＩ卑請者の経営基盤

（１ ）財務諸表

海ｊｌ館グループは湊路島を４］むに、 飲食業・タクシー業・ アミューズメント業など様４な観

光ビジネスを展開する洲本観光グループのを面白りな協力が約束されており、人一物 一ｔのす

べての回 で、 Ｅ胯在の事業規模は上 のビジネスリ ソースを活Ｊｉｌ する ことが７ｉｒ能です。

財務ｉｉでは、惜入金のほぽ包。てがグループ関４ｉ会社からであり． ｌバダ　　　　　　 入れ

はございません。 その あ、 ’－ ・ご　　　　　　 をｆｉなって おり 、・ＭＩＭなどからは謇常 に鴦、

い評価をいただいております。

ｊた、海Ｊ≡１館グループは、 指定管３１施設を除いた運営施設のすべてが経営４綻した施設の

肖生。ぞａ算の事業ｉｉｉ生であり、ｔ方‥ 光施ａのｉｌｉｉＥを　ｒｌにｆｉ・なっている会社ごす。ｍ

織点ではすべての施設のな益４ヒに成功しております。

創業より １１ 年で売上高４８億Ｆ９ 、コロナ禍も瓢字経営を続け前年度は３７億ＦＩ の売上となり

ました。

ｍ在はほ存事業に加えＲ生事業にも力を入れており、 マリンレジャー事業、 ウェブコンサル

ティング事業、ホテルシステム開ｊき事 業、 ａ信ほ売事業なども手掛けてお ります。

５０

４０

３０

２０

９．２仁
１０

グループ売上高推移

４８仁

／ ４４］
３７１

ｏ　　　　　　 －　 －　　　　　 一一　　　　　－

２００９　 ２０ １０　 ２０ １１　 ２０ １２　 ２０ １３　 ２０１４　 ２０１５　 ２０ １６　 ２０１７　 ２０１８　 ２０ １９　 ２０２０　 ２０２１

Ｐ４３
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様式第６号

（２）ま　　゛ＳＩやｉ　 ・からのま・１ゆ｜

海ｊｌ館グループは洲本観光グループの旅館ホテル部 ｒｌ の中枢であり 、　 ｊ，　フ

グループの１：面白！ｌなバックアップ が確約されている体ｌｉｌＸがあります。

さらに地ｊｉ；の金融機関、Ｅ Ｊ＝Ｉニ住友銀行・淡路信用金庫・ 淡陽信ｍ組合と良好なミ

ｇｌ があり、 支援体制は万をであります。

（３）上ｒａａタ１・でＳＩＩに　　　佰て（

特にございません。

Ｐ４４
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様式第６号

ＩＸ．個人情報，ａび情報む開に関する事ＪＩ

（１
－

南あわじ市の情報・ａ 開。 個人情報保護制度や条例などを遵を し、 弊社のあ準においてゆ一ぷ
るの 管ミヨＫ営を通じて得られる個 人情報ａ．び情報む開 に対 して適ぢｙＪ にガホしていきます。

＜９人情報に関する基本方針｀ン
・基本事項
個人情報の保護のま・性を常識し、 管ミ業務の実施に当たっては、 南あわじ市個人情報保護
条肖を遵をし、吼大の権利 りミりＥｇＥを侵害することの １大ｌ容、管ミ業務にかかる個人情報を適ｉＥに
ＪＩ又り扱う。

・秘密の保持
管ミ業務にて タミ 「１ りえたイ回人情報 のｌ大ｌ 容をみだ りにき大 に加 らせ 、またはぞ当 な目 白４」に 禾ｌ回し

ない。

・ＪＩ又得の制限
管ミ業務をｆｉうため に個 人情報を回得する とき は、 苞該事務の目 白りをま成するために必要な
旋回で、 適り］かっむ平な手Ｒにより習得する
・適ｉＥ管Ｅ■
管ミ業務にかかる個人情報の漏洩、 損失またはき損の 防止 、そ の他の当 該・人情報の・９

な管ミ１のために必■な措きを講じる。
・目 白り外禾｜Ｊ ｍＲび提供の禁止
管ミ業務にかかる個人情報を当該管ミ業務な外の 目Ｍに自 ら１ミ｜ＪＪｉｌ し、 または第Ｅ。者に提供し
ない。

・複写または複製の禁止
管ミ業務を処ミするために禾｜ＪＪｌｉｌ者から ｇｌ き渡された個人情報がＥ録された資料等を複ぷ、複
製し、またはこれらに類するぞｉ為をしない。
・祠：委託の禁止
管ミ業務を行うための個人情報の処ミは 自ら行うもの とし 、第Ｅ者にそのタａミを委 きモ し、 また
はこれに類する行為をしない。

・資料等の五運等
管ＥＥＩ業務を行うために南あわじ市から５ １き渡され、 または自らが習得し、 もしくは作成した個人
情報がＥ録された資料等は 、管ミ業務完 了後ただちに南あわじ市にａａ し、 また はｌ ｌき ｔす。
・従業員への周知　　　　　　　　　　　　　　　　　一

管ＥＥＩ業務 に従事する者に対 し、 在職中およびａ識者においても 当該 管ヨＩ業務に関してま口りえ
た個情報の内容をみだりにｔ人に加らせ、またはぞ肖な目 ｍこ禾ｌｊ用 してはならないことなど、
当該管ミ業務 にかかる個人情報の保護に関して必■な事項を■ タｌ］させる。
一実ｔ調査の受け入れ
管ミ１業務にかかる個人情報の適ｉＥな１１又り扱いを確保するため、 南あわじ市が当該個人情報の
なり 扱いの状況について実地に調査する とき はこれを拒み 、妨 げ、 また は忌避しない。

・事故発生時における報告
この特Ｅ事項に違Ｒする事態が生じ、または生じる・れのあることを知ったとき は、 速やかに

南あわじ市に報きし、 南あわじ市の指示に従う。

Ｐ４５
株ま会社かいげつ ４３



様式第６・９

（２）報Ｑ開に関する 体白ｅｌなａ組み

南あわじ市情報Ｑ開条例施行規則を遵守 し、 ｍ速で適りＪなが Ｊ芯を行います。

なお、直接請求要求があったときは、早急に担当部署への連絡をぞｉい、指示通り

の対応をします。

また請求Ｓ求者にたいしては、 「むヌ：書開示請求」の請求方法と担当部署をお知

らせ し、 下記 １大ｌ容はむ開できないことを説明 します。

＜Ｓタ１ヽ事項ン

・個人に関する情報であって、 Ｋ４５、 佐．年Ｊ１日 等により特定の■人をＳ識することができるもの 、または特定の個人をｉ

５３りすることはできないが、 個人の権ｌｊｌｊ益を｛ｌ害する５れがあるもの

・ま人その他の回体に関する情報、 または事業をきむ９大の当該事業に関する情報であって、 ま人等又は鬯大の権

ｉｌｌｊ 、競争上の地位その他：ＥＥ色な利さを害する？５れのあるもの

一法令等の規定により、Ｑにすることができないもの

・ｍ罪の予防、その他のむ共の安をと秩序の維持に支障をＲぼす５れがあるもの

・市の機関、 国、 他の地；なＱ共回体のＩ大１部、または相五回における審議、 検討、または教示に関する情報で、 率直な．

見の交換、も しくは意■決定の 串ｉＺ：性が不肖に損なわれる■れ、手当に市ＲのＭに混乱を生じるおそれ、または特定

の者に手当に禾｜」益を与え、 もしくは＝Ｆ利益を２１ぽすａれのあるもの

・市の機関、 国、 他の地方Ｑ八回が行う事業に関する情報であって、事務または事業の性質上、適：ｉＥな遂行にま装を。

ぽすおそれのあるもの

（３ ）上Ｅなタ１，で特■にＥ載する　項

特にございません。

Ｐ４６
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様ｉｔ第６そ

Ｘ．その他に関する事項

（１ ）広報活 に関す

広報活動 に関 して は、 弊社が得意として いる ＳＮＳでの情報ｊき信 はもちろんの こと

ｔｉの情報誌や観光情報誌への掲載、また、 グループ施ａでの広報もｇ ｌき続き行

なってまいります。

①紙面やメディアを手ｌｌ Ｊｉｌしての ｊ報Ｓ「

ｔ域の方に対する取り組みをｌ＝ｔ」心に、 施設でのチラシＥ布・折りＲみ広告・ぶ
ｊ

らっと淡路　 などのｊｉ：ｉ情報誌など紙ほ体での情報発信、 竟モ元情報こ１組やケープ

・レテレビなどの ｊき域メディアを通じた情報ｊｌ信を回 時に行い、情報格差をなくす努

力を行います。

ゆーぷる ・さんゆ～館合回チラシ

九扉回司ａ声ｋ謳う

齡
ド］ヶぞＶ

咀巨ｋＳ　　゙ 　　　　　 ヨロｉＳ ．ヨ

ごン　　　　 肖をＭｍ蝴
ｇｉｌｉｓｓｓｌ゛　 ＩＳＩＩＺＩ°゜ ｃｓｓｚ　 ｌ　 ｉｘ：Ｘｌａａｌ１６１１１｀４／１５１水１＿－－＿－１

こだ溶苔を４１１Ｓ，乃＝＝ゴコ＝４Ｓｌ
ｋｌｌＺ，ｉｉｉｉｉにこごこここごｊ

－

ごＴ Ｓ習Ｂ邵Ｆ　 ＳＳＳ・ ｊ）－ざ回ヨト・

Ｐ４７

ぶらっと淡路亠

１ダ ・● ●● ｆ　 －４ ヤ。

・四 ９゛ ←“丱

・”｀゛ ゛ｉ．ｋｍ－．ｉ●ａＳ
ｉ〃ＷＷｆχ 。。

Ｅ
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様ｊＥｔ第６そ

②ｓＮｓなどをｌｊＪ１１１１ したい・報発

情報・信ｉ１が特定されるｓＮｓでの情報収集というのが世き自りに標準化してきて

おります。弊社はフェイスブックやツイッター、 インスタグラムなどのｓＮｓを示Ｊ１１ した

話題作り 、情報発信も得意としており、 自施設のＰＲのみならずｊき域のイベント・観

光情報などの発信を行ってまいりました。　 ｇｌき続き多くの方へ有益な情報を発信し

ていきます。

＜ＳＮＳを活ｊｉｌしたＰＲ！：ｔ！

∃ｉねぎ海くんｖｓ桜鯛のＪ≡ｌくん淡路島観光ｔＰＲマラソン対決

ゆるギャラを活回し、 淡路島１ヌ；ｌの観光地を１かＪＩ に渡り、 紹介をする企画を実施する。

ホテル運営を通じて繋がったタレントや芸人 、スポーツ選手などの協力も得て、 を国に情報ｊｌ信を行う。

自社ブログをＳＮ Ｓと連携、ｔ域の情報発信のメディアとして活ＪＩすることで、

施設禾｜ＪＪｉｌ 者の集客だけに留まらず、 エリア自体の魅力 「白」上、集客アップを回っている

ＱｇＬＩＮＥの活ｍでリピーター獲４，ａびイベントの情報Ｓ信を実施

ｌｎｓｔａｇｒａｍの活用により幅広い年齢層の顧客獲得、地域情報の発信を行う

（海丿館グループ『海 ｊＥＩ館』１アカウントフォロ ワー約８０００人実績）

＜Ｆａｃｅｂｏｏｋでのぐ 一報　ノの一例ン

．百あね じリ フレ ッシ ュ交Ｚハウス ゆーぷる　　　　　　’

Ｓ７ ｊ． ４１ ３，１． Ｕ．・

みなさんこんにちわ～！

４ｊｌも 今日 で終わり です ね１ ｒ．＾ｇｊ

１日から ７日 までの期間． ゆ一ぷる ・さんゆ～齠ではＧＷ限２のＳ しい

イベントをＳＳし ます ！． ．． もっ と見る

がｌｌうｌｆ バ’‘・５Ｍ３・・－Ｒ１

４　 ７１ヽ‘
ＳＩＳ； ｉ　 ５１ ＳＢ Ｉｌｔ

Ｘ重９臈 ｌｈ Ｓ－２１ ｔＳ　Ｓｌ●ｌ

ｔ

５１ １ａ ぐｌ ｊ－ ５１ Ｓａ （・）
キキ ャラ メ１１苹 りフ コーン

Ｘｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．。。１

心い ６４ ！　 ロコ メン トす る　 ふシ ェア する

＜ｌｎｓｔａｇｒｓｍでの ‘報発‘の一例ン

ｉｉｌｆ

く

・－ムー－。一一１一

・○

．９１

●・

－

四‘こ、‘－

Ｉ⇔ｌ

者

Ｑ　’；ｌ　　　　　　 ｒ；

ｌｔ　、４４ヽ １１ １１　ＩＪ ＩＩ．Ｉ ｌ　 ｔｉｌ．ま

１．１１ １１ １●ｌ． 。　 １４Ｓ一Ｓｒｌ
ｙ－４４－ン ．Ｕ、Ｉ ・４ １１之

●。な● ｉｌ ｆ－ ４． ．ｌ ｙＳ Ｌ・ ’・

ｙＪ・ぶまｌ！１ プーＷ１４Ｓ兮４；１ １て ｌ・ した。

－ａｌ２・１１４ま＿。＿ ｆχＪｉゞｉ－７ ７＿ ｉｇＳｆ－・

ｔＳＺＳ　・ｌ　ｋＳｊ　Ｓ　ｙＳＳ町 ｌ・Ｓ－Ｓ蜘 ７ｔ４ｒまｔｔ

ｊ一ｉ四あ畧ｌｊ

Ｊ， １１「Ｓ～＝ －－・４－

ａ　 ｑ　 Ｓ　 き　＠
Ｓ　　　　　　　　　　　　　　に
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様ｊＥｔ 第６そ

（２）リスクへの対応

仕様書の施ａ責任分担表ならびに施ａリスク分担表に合意したうえで協定書

が作成されます。 当社では協定書に明Ｅされたｌ大ｌ容に対するチェックリ ストを作

成してお り、 南あわじ市にモニタリングを実施していただき、 改善点等を塩議した

うえで次期に臨みたいと考えています。 特に １１１要とＳわれるリ スク分担につい

て、 考え方をＥしておきます。

不ｉｌ抗力

自然災害や大規模テロのｇ生による損害など、指定管ＪＩ者、 自治体ｇズｉとも管ミ］Ｆｉ∃Ｉ能なリスクについてはＱＪｔ側

が負うことが一般的です。 しかし、 どのような場合を；；Ｆｉｌ抗力とするか牛りＳが難しい場合もあり、 また、指定管３１者が

通常備えるべき事項を怠ったために被害が拡大した場合などもあるため 、協定時に明確にしておきたく考えてお りま

す。

損害賠償食イＥＥ

損害賠償については、 あ本白４］にはその事Ｆｈを素生したものが食ぞＥを負うことになります。 しかしながら、その帰食事

ま｜の特定がｉ難な場台があり、所有者である市は、 国宋賠償ま第１条、第２条により第Ｅ者の損害にがして食ぞＥを

ａうこと、またｍｉ・Ｅ１１１１きは民ま・６４４１によりき９ａＥｔＳａがＳせられるなど、１を範回がぽ定するまで４日 肖の

時間がかかることも考えられます。

＿施設設備の修繕

施ａの維持管ミに関するリスクについて、大規模なものは自丿台体が負担し、小規模なものは指定管ミ者がＳヽｍする

ことが一般ＭＪです。 また 、施設の構造や設備の種類、築年数等によっても リスクが異なりますので、 さんゆ～館の特

４生 にＪちじたリ スクＳヽ担を協議したいと考えています。

‾情報管！１

情報管ＩＩに関するリスクは、 自治体の定める条例を遵ぢＦして管ミａ営を５・う指吏管ミ者が負います。

モニタリ ング

指定喩ミ者は仕様書の施ａ責任分担表ならびに施設リスクＳ・担表に合意したうえで作成された協定書に明記された

１大１容に対するチェックリストを作成しており、セルフモニタリングを行い、 その結果を南あわじ市に提ａｌ します。

モニタリングの結果、 指定管ミ者の管ＥＥＩ代行が仕様書や事業計画等に定めた水準に達してないと判断される場合

は、 南あわじ市は自社にがして改善勧告を１ニｉ－うことができます。

当社は改善勧告を受け、ｊｌ一急に次のような対１心を実施します。
ｆ

・業務改善及び水準達成のための方策の検討

業務改善計画の作成一提出 一実行

Ｐ４９
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様５Ｅｔ第６そ

（３）ｔｌ瀧口ｊ
ｔ．ＩＩ．匹

Ｃ／・ に対する　体ｅｅｌなミ組み

指定管ミ者として 、　 ｉＦ　ダ　 厄　 を活ｌｉｌして　 客を行つていく上で、

であると考えております。

Ｅ回を参加しております各　回体にｌ　　　　　 し、 ｌ：隣ｔ４の関５ａＭとの

連携をさらに強化し、 様４な５で南あわじ市の観光振興に寄与いたします。

特にうずしお世苳遺産登録や、 うずしお観潮、人Ｓ浄瑠璃に関 しては観光誘

致に関する今後の地域活動やまつり のＰＲには全面的な協力を し、 相：！ｉの利

益を得られるようｇ力したいと考えております。

地域のイベントや祭りへの積極参加

スタッフはを面白４］ に協力し、社１ヌｉｌ から常に誰かが参加するように回ります。

地域振興のために施設が必要な場合 は、 優先 白り に施設を使肖モ１ していただき 、イベン トや祭り の成功

に役：１：Ｚ：てるように協力 します。 あきであれば協賛なども積極にぞｉいます。

ボランティアｊき動など地域活動への参加

ゆ一ぷる内を美しく保つことは当然のこと、 ゆーぷるの景観を大事にし、周ｍ地域のの清掃活動も

自ま 白り に行います。

各種回体との連携協働

南あわじ市の各種回体との連携協働を進めます。 「南あわ じ市 」「施設利用者（ｔ域住Ｒ ）」

「施設運営者」「関係回体」４者氛益の考えのもと南あわじ市全体の振Ｒに寄与いたします。

Ｐ５０
株式会社かいげつ　　 ４８



楕Ｅ式第６号

（４）上Ｓｊａ　で祷Ｓ，こ　 ｙす

将来の　 価上昇について

収支計画を提ｉしておりますが、将来の物価上昇については予Ｓするのが困

難であり 、Ｒ４年度の実績を前提に計画 しており ます。

指定管ＥＥ１４年間の間に、世界的に発生してる爆発的な物価高が発生した場合

は、 経営努力 により吸収できずにＳ営収支破綻が発生するｉｌ能性があ りますｏ

これまでの指定管 ＪＩ期間 におきま しても、 想定外の ＸｌｌＭＩや水道価格の上ｇが

あった場合、 適宜、指定管ミ料の見直しを行ってｍきました。

新型コロナウィルス蔓延な降、 将来予測が非常にｌ難な状況となっております

ので、これまで同様に、ぞぶの事態に関して は、 協議の上でご協力 ・ご支援をお

願いします。

Ｐ５１
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［要］ｌａ式７ｇ）

ＪＪｉ目

収
入

指定管ミ料

ｊｆり用料収入

その他

自主事業収入

ａ入台計

人件費

消耗呂費

Ｓ
ｇ
Ｒ

Ｒ
ａ
Ｒ支

出

ａ
ａ

管
ミ
Ｒ

収

年度　　匐００
６２，８ １０

光熱水費

修繕費

その他

ｉ！信費

た告料

新Ｍ回書費

保険料

保守点検

計

ｔ
气８

画
。

計
Ｅ

支
Ｅ
８， ０ｐ０　　 ８， ０００　　 ８， ０００　　 ３２，０ ００

６３ ，８００　 ６４，７９０　 ６５ ，７８０　 ２５ ７， １８０

２， ６４０　　 ３， １９０　　 ３， ４１ ０　　 ３， ６３０　　 １２ ，８ ７０

２５ ，０ ５５　 ２５ ，３ ８５　 ２５ ，７ １５　 ２６ ，０４５　 １０ ２， １９９

９８ ，５０５　 １００， ３７５　 １０ １， ９１ ５　 １０ ３，４５ ５　 ４０４， ２４９

２７，０００　 ２７，０００　’２７， ０００　 ２７，０００　 １０８， ０００

３ｊ ８５０　　 ３， ８５０　　 ３， ８５０　　 ３， ８５０　　 １５ ，４００

４１ ，１０７　 ４１ ，５ １８　 ４１ ，９ ３４　 ４２ ，３ ５４　 １６ ６， ９１４

１， ９８０　　 １， ９８０　　 １， ９８０　　 １， ９８０　　　７， ９２０

１９８

５５０

１９５

２００

２０９

１９８

５５０

１９５

２００

２０９

１９８

５５０

１９５

２００

２０９

１９８

５５０

１９５

２００

２０９

７９２

２，２００

７８０

８００

８３６

備考

使用料一 手数料

その他　　　　　　　　４， ８４０　　 ４， ８４０　　 ４， ８４０　　 ４，８４０　 １９，３ ６０

自主事業費　　　　　１フ，３５７　 １フ，４４３　 １７，５３　１　 １７，６１８　 ６９，９４８

支出台計　　　　　　９７，４８６　 ９７，９８３　 ９８，４８７　 ９８，９９４　 ３９２，９５（）

収支差額　　　　　　　　１，０１９　 ２，３９２　 ３，４２８　 ４，４６１　 １１，２９９
Ｓ

累計収支額　　　　　　　 １，０１９　 ３，４１０　 ６， ８３ ８　 １１ ，２９９

【ａ入増に向けたａ組み】
・新型コロナウィルス蔓ほ前の水準に戻すぺ く， 感染ｔ対策のａ底を４ｉいます。
・自圭事業の収入の強化を回り ます。

【ｇ賈縮Ｓに自けたミ組み】
・Ｒ４年度の水準を維持しながら３１上増を回り ，Ｍ率ミ・Ｓをまめて人件費を中ｊ６に コス ト削減し ます。
・今後の世Ｗ白ＩＪな物価上乗によるＭＳは予Ｓする こと は■難であり ，加 １！未してお りません。

くｌｌｌ ）単位は １ｒ千Ｆ９』 ，会計年度は ４１１１ 日か ら１年３ ＪＥ１３　１　日と します

（ｉ１２）ｒＳａＷ１１費』には， ｒ・９Ｊａａｊ、 ｒ維１考管１１Ｒ　・　 業務■ａ費ＪＩ等をＲ入してく ださい
（ま ３） 『■務費』に は， ｒｌｇｌｊ、 ｒ■きれ』， ｒ手ｌれ』， 『ａＳ料ＪＩ をＥλし てく ださい
（ｊ１４ ）ｒ指定 管！１１料』 につ いて は管９業務実施の対価 とし て指定管１１者が受け ｌｌ又る 額を ・入 して くだ さい

（ＩＥ５ ）１１又まの各・ 目の ｌメＩＳＲｌｌ細資料をＳｊけ して くだ さい

Ｐ５２



南あ Ｊじ リフ レッ シュ交流ハウス【ｒゆーぷるｊ

指定管ａ業務に関する基　協定書

（案）

令和　年　 ＪＥｉ１　日

Ｐ５３



南あわじ リフ レッ シュ 交流ハウ ス「ゆー ぷる」

指定管Ｓ ，務に関 する 基　 協定疂

南あわじ市（ぷ下 「市」という。） と株・会社ゆ一ぷる（な下 「指定管ヨ・」という。）

とは、南あわじ市のＵの施設である 『南あわじリ フレッシュ交流ハウス 「ゆーぷる」』（ぷ

下「施設」と いう 。） の管ＳＲび運営に関する業務（は下 「管ａ業務」 とい う。 ）につい

て、 南あわじ市むのＳａに係る指定管ミ者の指ｘｉヨ？手続等に回する条例 （平なへ７年南あわ

じ市条例第２０６９、 ぶ下 「指定管１１者条９」 とい う。 ：） 第７条の規定に基づき、次のとお
ｔ

り基本的な事項について協定（ぷ下 「基本協定」 という。）を締結する。

第１ 章　 総則

（趣旨）

第１ 条　この基本協定は、 南あわじ市温Ｓ施設条例（平成１９年南あわじ市条Ｓ第３７号、

Ｕ下 「温き施設条例」 という。 ）ｉ１２条の規定により指定管理者に指定された指定管

ミＥＩ者が行 う施設の管理業務に間 し必要な事項を定める。

（む共性ＲびＲ間事業の趣旨の尊重）

第２条　指定管ミ者は、温Ｓ施設条例第ｔ条に規定する施設の設置目的に基づき、施設

の管ミ運営を？モｉう ことに対 し、 求められるａ共性を十分にｊｌ解し、その趣旨を尊重す

るものとする。

２　 市は、事業がＥ間事業者によって実施されるものであることを十分理解 し、 対等な

立場に立 ってその趣旨を尊重するものとする。
Ｓ

（信義誠実の原則）

第３ 条　市及びｍ定管理者 は、 ｎい に協力し、信義を重ん じて協定を誠実に履行 しなけ

ればならない。

（用語の定義）

第４条　 この基本協定 において次の各ｇに掲げる目語の意義は、それぞれ当該各ｇに定

めるところによる。

（１ ）指定開始日　 指定管ＩＩ者条例にｊｒめる指定期間の開始日のことをい う。

（２ ）指定管Ｒ料　 市が指定管９者に対して支払う管ミ業務の実施に関する対価の こと

Ｐ５４



をいう。

（３）自主事業　第了条に規定した管ミ業務以外の業務で、指定管ミ者が自己の責イＥＥと費

用において実施する業務のことをいう。
ｊ

（４）提案書　施設の指定管９者の２募にあたり、 指定管ミ者が提ｌ した業務ヨ案書の

ことをいう。

（５ ）：ぞＩＪＥＩ八 力　 天ｇｌ（加震、津 ま、 Ｓｍ、暴風雨、Ｍ水、 異常鶚高、土砂 甑`匐唇）、人

災（戦争、テ ロ、 簟１）等 ）、 ２ｉ令変更Ｒびその他市Ｒび指示管ミ者の責めに帰すことの

できない事由 をい う。 皿、 施設利ｍ者数の増減は、不可抗力に含まない もの とする。

く６ ）法令　 すべての法律。法規、 条例Ｒびｍ規の手続き を経て２布された １うニ政磯回の

規程をきう。

（了）募集要項　 ゆーぷる指定管ミ者募集要項のことをい う。

（８）募集要項等　募集要項、ゆーぷる指定管ミ仕様書 （ぷ下「イ士様書」という。） Ｒび

それらに係る質問回答のことをいう。

（９）利ｍ料金　 施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の利用料金のこ

とをいう。

（管理物件）

第５ 条　 指定管ミ者が管理する施設、物ａ等 （ぷ下「管ミ物件」と いう 。） の対象は、ＳＵ
●

表第 ＩＲび仕様書に定める備品台帳によるものとする。

２　 指定管ＥＩヨ者は、管ヨ物件を常に善良なる管ｌｌ者の５１意をも って管・ しなけれぱなら

ない。

（指定期間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

第６条　市が指定管Ｓ者を指定管ミ者と して指定する期間 は、 令れ］５ 年４ＪＥ目１ 日か ら令享ロ

９年３月３１ 日までとする。

（管理業Ｓの範回）

第了 条　 指定管理者が行う業務の範囲は、温浴施設条例第 へ２条の規定に基づき、次のと

おりとする。

（１ ）施設の使ｍの許９Ｒび使ＪＩの制限に関する業Ｒ

（２）施設の維持管・Ｒび運Ｓに関する業務

（３）施設の使用者がその施設又は設備を損傷し、又は滅央したときにおける損害賠償

Ｐ５５



の手続きに関する業務
・

（４）前各号に掲げるもののほか、 市Ｒが必要と認める業務

２　 前項に掲 げる業務の詳細は、仕様書に定める とお りと する。

（業務曳施条件）

・

第８ 条　ｍ定管１１者が管ミ業務を喫薤するに当 たっ て満たさなければならない条件は、

仕様書に示すとおりとする。

（管理業務の実施：）

第９ 条　 指定管ミ者は、基本協定、 条例、関係法令等のほか、 募集ＳＩ回等及び提案書に

従って管９業務を実施するものとする。

２　 Ｍ本協定、募集１ほ等及び提案書の閲に予ａ、食いａい等がある場合は、基本協定、

募集要取等、 提案書の順にその解釈が優先されるものとする。

３　 前項の規定にかかわらず、 提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、

提案書に示された水準によるものとする。

（開業準備）

第１ ０条　指定管ミ者は、指定開始日 に先立ち、管ミ業務の実施に６要な資格者Ｒび人材

を確保し、必要な研修等を行わなけれぱなら 羝、い。

２　 指定管ミ者は、必要と認める場合に は、 指定開始 日に先立ち、 市に対して施設の視

察を Ｅｔヨし出る ことができるものとする。

３　 市は、指定管理者から前Ｉ回の ＥＩヨ■ を９けた場合は、 合ミ的な理Ｅｔｌ のある場合を除い

てその申出に衂じなければならない。

（第Ｅ者による実施）

ｉ１ １条　指７ｉ？管ヨきは、事前に市の承諾をＱけた場台、管ミ業ｇの一部を第ＥきにＳａモ

し、 又は請け負わせることができる。

２　 指定管ｌｌ者が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、 すべて指定管Ｓ者の責

任Ｒび費ｍにおいて１モｉ うものと し、 管理業務に関 して指定管ＥＥＩ者が使ｍする第Ｅ者の

責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、指定管理者

の責めにＳすべき事ｉによ り生 じた損害Ｒび増加費目 とみなして、 指定管理者が負担

するものとする。

（施設の改修等：）
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第１ ２条　施ｌｍ、び℡備機Ｓ（ぷ下 「施ａａｉ等」と いう 。） のぶ造、 増築、移ａ、 １イ牛

あた り５０万 Ｆ！ヨを超えると 見込まれる修繕に ついては、指定管理者が市 と協議の上、市

が自己の費ｍと責任において実施するものとする。なお、 前述する額には消費税、地

方消費税等を含むものとする。

２　 前！ｉｌＭ夕１ヽの修繕については、すべて指示管ミ者が自己の費目と責日Ｅに おいて曳施す

るものと する。

（緊急時の対応）

ｉ１ ３４　ｍｔ期間中、 唱ミ槧氈のｊｇ廁こ関ｊｌ して事ａやｇｌ害・のＳａ事覧匹生 したｌｌ

合、 指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、 市を含む関係者に対して緊

急事態弃１生の旨を通報しなければならない。

２　 事故等が発圭 した場合、指定管戛１１者は市と協力して事故等の原因調査に当たるもの

とする。

（個人情報の保護）

第１ ４条　指定管ミ者がＲ扱う個人情報については、南あわ じ市個人情Ｓ保護条例 （年成

１７年南あわ じ市条例第１ ７号）の規定を準ｍし、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防

止その他保有する 個人情報の適切な管理のために必Ｓな措置を 講じなけ れぱならな

い。
１

２　 ｍｔＷＳき又は管ミ業Ｍの一回又は全部に従事するま１は、当ま管Ｓ笋ＳによりＭ］り

得た個人情報を他人にタミロらせ、 又は：ぞ当な目的に使用してはならない。

３　 前２項にかかる詳細については、別ＥＩ ｒ個人情報Ｒ扱特記事項」 に規定する。

（管ミ業務にかかる情報のむ開）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

第１ ５条　施設の管理に おいて指定管９者がＲ扱う情報 について、南あわ じ市情報２開条

例（ ２ｑｌま １７年南あわ じ市条例第１ ８ｇ）のほ旨 にの っと り、 ９報のａ開に 関して６Ｒ

な措置を講するよ う努めなければならない。

第２章　備品の扱い

（市による備品の貸与）

第１ ６条　市が指定管！Ｉ者に無償で貸与する備品 （ぷ下「 ＨＩ備品」という 。） は、 仕様

書に記載するとおりとする。
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？

２　指定管理者は、指定期間中、Ｉ 種備品を常に良好な状態に保つものとする。

３　 １１１備品が経年劣化等により管ミ業務実施のｍ に供する ことができなくな った場

合、 指定管ＩＩ者は必要に応じて購入又は調達するものとする。

４　 指定管理者は、故意又は過失により Ｉ種備品を毀損滅失したときは、市との協議に

より、必要に応じて市に対 しこれを弁償又は自２の費ＪＥ１１できｉ読物と同等の機能Ｒび価

箘を有するものを購入又は調達しなければならない。

（指定管ＥＥＩ者による備品の購入等）

第１７条　指定管ミ者が指定管理料により管理業務実施のため購入又は調達したｌ ａ備

品ぷ外備品（詼下、「 ＩＩ 種備品」 とい う。 ）は、仕様書に記載するとおり とする。

２　 ＩＩ 種備 品が経年劣化 等に より 管理業務実施の用 に供する こと がで きな くな った掘

合、 指定管理者は、指定管ＩＩ料により 当該 Ｕ種備品を購入又は調達するものとする。

３　 指定管ミ者は、前２項Ｒび前条に定めるもののほか、 指定管戛ＩＩ者の任意によ り購入又

は調達した備品（な下、「ｍ種備品」という 。） は、 仕様書に記載するとおりと し、管

理業務実施のために倶することができるものとする。

（備呂台帳による管ｌｌ）

第１ ８条　指定管ミ者は、ｌ ｌｌ備品から ｍａ備ａの分類ごとに備品台帳を作ぼし備品の管

理を行わなけれぱならない。

２　 指定管ミＥヨヨ・は、 使・状況を把握するため、 年１ 回な上台帳と備品を突合するものとす

る。

３　 指定管ミ者は、市から備品台帳の提・を求められたときは、速やかに提■しなけれ

ばならない。

第３章　業務実施に係る市の確認事項

（事業計ミ書）

第１ ９条　指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに事業計ミ書を提出し、市の確認

を得なければならない。

２　 市Ｒび指定管ミ者は、 事業計ミ書を変回 しよ うとするとき は、 市と指定管ミ者の協

議により決定するものとする。

（事業報告書）
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第２０条　指定管理者は、毎年度終了後、 管理業務に関 し、 市が指定する期日 までに次の

各項に示す事取を記載 した事業Ｓ告書を提■ し、 市の確認 を得なけれぱなら ない。

（１ ）管理業務の実施状況に関する事亀

（２）施設の利用状Ｓに関する事項

Ｉ

（３）料金収入の実績及び管理ｇ費等の収支状況等

（４）自生事業の・施状５Ｒに関する事］１

（５ ）前号に掲げるもののほか、市が指示する事項

２　 指定管理者は、市が第３５条から第３了条の規定に基づいて年度ま中において指定管

理者に対する指定管理者の指定を取り１ した場合には、市が指定する期日までに当該
１

年度の当該日 までの回の事業報き書を提■しなけれぱなら ない。

３　 指定管理者は、毎月終了後、管理業務に関し、市が指定する期日までに次の各項に
ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

示す事項を記載したＪＥ目 次報告書を提日ｊ し、 市の確認を得なけれぱならない。

（へ ）管！ｌ業務の実施伏Ｓに関する事項

（２）施設の利ＪＩ状況に関する事項

（３）料金収入の状Ｒ等

（４）前号に掲げるもののほか、市が指示する事項

４　 市は、必要がある と認める とき は、 事業報告書の ＦちＪ宕又はそれに関連する事項につ

いて、指定管ミ者に対 して報告書又は口 頭に よる説明 を求める ことがで きるもの とす

る。

（業務実施状２の確認と改善勧告）

第２ へ条　市は、事業報告書の確認のほか、指定管理者による業務実施状Ｓを確認するこ

とを 目的 として、 随時、管ＥＥＩ物件へ立ち入る ことができる。また、 市は、指定管理者

に対して管理業務のま施状Ｒや管ＩＩ業務に係る管・経費等の収支状況等について説明

を求める ことができる。

２， 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除い

てその申包に応じなければならない。

３　 前条Ｒび本条第１ 瑣による確認の結果、 指定管理者による業務実施が仕様書等、市

が示 した条件を満たしていない場合 は、 市は指定管・きに対して業務の改善を勧告す

るものとする。
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４　 指定管理者は、前：回に定める改善勧告を受けた場合は、 速やかにそれに衂 じなけれ

ぱな らな い。

第４章　指定管Ｓ料ａび利用料金

（指定管理料の支払い）

第２２条　市は、管理業ＳＳ施の対価として、 指定管理者に対して１ 年間あた り金８，０００

干ＦＩＥｊ（ ４年間合剖一金３２，０００干Ｆ９、消費税Ｒび地方消費税を含も。） を支払うものとす

る。

２　 前項の対価は、指定管Ｓ者の請求により毎年４回 （４ Ｊ回ｌ、 了月、１ ０Ｊ目ａび１１年 １疳）

の分割にて支払う もの とす る。

（指定管ミ料の変９回）

第２３条　指定管！ｌ料の額を変更すべき特ｌな事情がまじた場合、 その都度、市指定管ミ

者協議の上、 定めるものとする。

（利ｍ料金収入のＲ扱い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｊ，

第２４条　指定管理者は、施設に係る羽目 料金を当該指定管理者の収入と して 、収■する。

、（ ｌｊｍ料金の決定）

第２５条　利用料金は、 指定管ｌｌ者が、 温・施設条例に規定する１ＪｍＲ金の範囲ぷこおい

て定めるものとする。 ただ し、 その決定及び改定については事前に市の承諾を受ける

もの とし、！６要に疝 じて市と指定管ＩＩ・の協議を行う もの とする。

第５章　損害賠゛ａびフＦ９抗力

（損害賠償等）

第２６条　指定管ミ者は、ａ意又はａ央により 管ミ物件を損傷し、又は滅央したと きは、

それによ ってまじた損害を市に賠償 しなければならない。 ただ し入 市が特・の事情が
ｊ

あると認めた ときは、 市は、そのｔ部又は一部を免除する ことができるものとする。
ｌ

（第Ｅ者への賠償）

第２７条　管理業務の実施において、 指定管理者に帰すぺき事由により第竺者に損害が生

じた場台、指定管！Ｉ者はその損害を賠償しなけれぱならない。ただし、その損害が市

の責めに９すべき事ＥＩヨ 又は市ｍｔ■■きヌびｊの責めに９すことができない事Ｅｂによる

場合 は、 その限り ではない。
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２　 市は、指定管ｌｌ者の責めに帰すぺき事由により発生 した損害について第Ｅきに対し

て賠償した場合、 指定管理者に対して、 賠償した金額及びその他賠償に伴い笄１生した
ｊ

費用を求償することができるものとする。

（保険）

第２８条　管理業務の実施にあたり、 指定管ミ者が加入しなければならない保険又は保険

料を支払わなければならない保険は仕様書に規定するとおりとする。

（不可Ｉ抗力１１生時の対疝）

第２９条　不てＩＪ抗力が発・した場合、 指定管理きは、不可抗力のＳ響をマ期に除去すべく

早急に対応措置をとり、不ｉｌＪ抗力により発生する損害 ・損央及び増加費用を最小限に

するよう努力 しなければならない。

（不ＩＪ抗力によって発生した費用等の負担）

第３０条　 不ＩＪ抗 力のＲ・ に起因して指定管Ｓ者 に損害・ 損失や増加費 ＩＥｌｌ が発生した場

合、 指定管理者は、その「メｇ宕や程度の詳細を記Ｓした書ｉｌを持って市に通タミ［］するもの

とする。

２　 市は、前項の通タミ［］を受け取った場合、 損害状Ｒの確認を行っ た上で市と指定管ミ者

の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。

自　 不可抗力のｇ生に起因 して指定管ＥＥ者に損害・ 損央や増加費目が・生した場合、肖

該費用に ついては合理性の認め られる範囲で市が負担するもの とす る。 なお、羝定管

ミ者が力 ［］ 入した保険に より 補てんされた金額相きｊ分 について は、 市の負担に含まない

もの とす る。

４　 不可抗力の発生に起因して市に損害 ・損失や増加費ｍが発生した場合、 当該費用に

ついては市が負担するものとする。
１

（：ｆｉｌＪ抗力による一部の業務実施の免除）
ＩＩ　　　　　　　　　　　　　　　１

第３１条　前氛第２項に定める協議の結果、不ＴｑＪ抗力の発生によ り管ミ業務の一部の実施

｜

ができな くな ったと認められた擺台、指Ｚｉ回管！Ｉきは不可Ｉ抗力により影響を・けるＳ度

において基本協定に定める義務を免れるものとする。

回

２　 指ｉ？管理きが不可１六力によりＭａの一回を実施できなかったＳ台、 市は、ｍｔ管ミ

者との協議の上、 指定管！ｌ者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分

を指定管理料から減額できるものとする。
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第６章　指定期間の満了

（業務のＳＩ継ぎ等）サ

ミ

第３２条　指定管ヨきは、基本協定のＲ了に際 し、 市又は市が指ｊ２するものにが し、 Ｗミ

業務のＳＩ継ぎ等を１モにわなければならない。

２　 市は、必要と認める場合には、 基本協定の終了に先立ち、 指定管理者に対して市又
１

は市が指定するものによる施設の視察を申しとＥＩる ことができるものとする。

３　 ｍｊ２ＷＥＩＩき は、 市か ら白ｆｉ ｌ回 のＥＩヨ ・を９けたＳ台は、台ヨ１ 自！］な∃ＥＩヨ のあ るＳ台をＳい

てその串日ｊに疝じなけれぱならない。

（原状復帰義務）

第３３条　指定管ミ者は、基本協定の終了までに、 指定開始日を基準として管理物件を原

状に回復 し、 市に対して管ヨヨ物件を明け渡さなければな らない。

２　 前１回の鼈定 にかかわ らず、市が・めた場合には、指定管・・は管Ｓ物件の回状回復

は行わずに、 別途市が定める状態で市に対して管理物件を明け渡すことができるもの

とする。

（備品等の取扱い）

丶

第３４条　基本協定の終 了に ｌし、備品等の扱 いについ ては、次のと おり とす る。

（１ ）指定管ミ者が指定管理料 によ り購入したＩ 種備品等Ｒび 五種備品等に ついては、

市又は市が指定するものに対して５ １き継がなけれぱならない。

（２ ）ｍ種備品等につ いて は、 原則 として指定管理者が自己の責任と費用で撤き ・鼈１１又

するものとする。 ただ し、 市とｊ＝Ｓ・管Ｓきの協議において両きが合意した場合、 指Ｚｉｒ
ｌ

管理者は、市又は市が指定するものに対 して引き継ぐことができるものとする。
－

第７章　指定期間満了ＩＭ前の指定のＲり消し

（市によ る指定の取り 消し）

第３５条　市は、指定管ミ者が次の各ｇのいずれかに該当すると認め ると きは、その指定

をＲ り消 し、 又は期間を定めて管理業務の全部若 しく は一部の停止を命ずる ことがで

きるものとする。

（１ ）業務に際し不ｊＥ行為があったとき

（２）市に対し虚偽の報告をし、又はｉＥき１な理Ｅｔｌなく報告等を拒んだとき
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（３ ）指定管理者が基本協定内容を履行せす、又はこれら に違縦したとき

（４）自らの責めに帰すべき事ＥＩヨにより指定管理者から基本協定締結の解除の申出があ

ったとき

（５ ）そめ他、市が必要と認めるとき
－

２　 市は、前項に基づいて指定のＲり消しを行おうとする際には、 事前にその旨を指定

ＷＥＩＩ＝苣に・タＥＤした上で、｀匆、の事ｌｌについてＥＭｔＷミきと■・を？ニにわなければならない。

（１ ）指定取 り消 しのＳＥＩヨ

（２）指定管理者による改善策の提示と指定Ｒり ５肖 しまでの猶予期間の設定

ｊ

（３ ）その他必要な事項

３　 第１ 項の規定によ り指定をＲり消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一

Ｓの９止をあ じたＳ台において、ｍ■ＷＲｅ・にａＳ ・損宍や自力ＤＲｍが生じても、市

はその賠償の責めを負わない。

（指定管理者による指定の取り消しの串出）

第３６条　ｍｊＥ管ミ者はまのいずれかに該当する場台、市に対 して指定のＲ り５肖しを申し

出ることができるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（ｎ　 市が基本協定内容を履行せす、 又はこれらに違縦 した とき

（２）市の責めに帰すべき事由により指定管ミきが損害又は損失を被ったとき

（３）その他、指定管ミ者が６要と認めるとき

２　 市は、前項の申出を受けた場合、指定管Ｒ者との協議を経てその処置を決定するも

のとする。

（不可抗力による指定のＲり消 し）

第３７条　市又は指定管理者は、 不ｉｌｌ抗力の発生により、管理業務の継続等がｌ難と判断

した鶚危は、 キ目 手力 にが して七匹肖しの協・を求めるこ とができ るものと する／

２　 協議の結束、 やむを得ない と判 断された場合、市は指定の回り 消しを行 うものとす

る。

３　 前項におけるＲり消しによって指定管ミ者に発まする損害 ・損失Ｒび増加費目は、

合９性が認められる範回で市が負担することを原則と して市と１日定ＷＳきの協議によ

り決定するものとする。

（指定期間終了時の取扱い）
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第３８ｊｌ　第３２条から第３４条の規定は、第３５条から第３７条の規定により基本協Ｚｉヨが終

了した鵬合に、これを準・する。ただし、市ｍ■Ｗヨきが台ま したＳ合はそのＳ りで

はな い。

第８ 章　その他

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

（権利八餽務の譲渡の禁止）
ｊ

第３９条　指定管ｊｌ・ は、 基本協定 によ って生ずる権１」 又は義務 を第Ｅ者。に譲渡 し、 又は

継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を・けた場合はこの回りではない。

（－ａｍ委託等の禁止）

第４０条　指定管Ｓ者は、管９業務の全部又はその主枇。る業務を一括して第Ｅ＝酉に下請け

させ、又は再委託することはできない。

（管ヨ業務の範回外の業務）
｜　　’

第４１条　指定管ｊｌきは、 施設の設回目 自！ｊに台Ｒし、 かつ管・ＭＲの実施を妨げないｌｉ回

において、自己の責ａＥと・囲どよ り、 自生事鶚を蚕崑することができるもめとする。

２　 指定管ヨ者は、自主事業を実施する場合 は、 市に対して事業計自書を提 ａｊ し、 事前

に市の承諾を・けなく てはなら ない。その際、市 と指定管９者はむ要に応じて協議を

石ｌうものとする。

３　 市と指定管ヨ者は、自圭事業を実施するにきｉた って、別途の自主事ｔの実施条件等

を定めることができるものとする。

（請求、 通Ｍ）等の様式その他）

第４２条　基本協定に関する市指定管理者開の請求、通タＥＤ、 申出、報告、 承諾Ｒび解除は、

基本協定に物Ｓの定めがある場合を除き、書ｎｌによ り５わなければな らな い。

２　 基本協定の履行に関して市だ定管Ｅｍｌ者闘でＪＥｉｌいるａＳは、日本語とする。

３　 基本協定の履行に 関して市指定管ヨヨ者間で用い る計量単位は、基本協定に 特別の定

めがあるＳ台を除き、 ｔ十ＳＳ！ｉ （４ｚＭ４年Ｍｉ律第５１ ｇ） の定めるところによる。

（協定の変更）プ

第４３条　管ＥＥ業務に回し、管ミ業務の前提条件や内容に変・が生じたとき又は特ｌな事
．　　　ｄ

情が生じたと きは、市 と指定管ミ者の協議の上、 基本協定の規定を変１１するこ とがで

きるものとする。
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（解釈）

第４４条　市が基本協定の規定に基づき書類の受領、１ 通タミ［］若 しく は立会いを行い、 又は説

明若しく は報告を求めたことをぷって、 市が指定管ミ者の責任において行うぺき業務

の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

（連帯保証人）

第４５条　指定管理者は、基本協定締結に当たって連帯保証人を立てることとする。連帯

保証人は、指定管！Ｉ者の貴に帰すべき事由により、 業務の継続が困難となった場合に、

次の指定管ミ者へのＳＩ継き皿われるまでの開、 指定管ＩＩ者をま援するとともに、首

定管理者の損害賠償金、指定管理料で市が支ｉした額のうち、 執行が確Ｓできない掘

合、 その未執 １モｉ額等Ｓａの管を篷丿笆費等のま払いを９ほするもの とする。

２　 連帯保騷。人は、 舶ｌｌの内容の履ぞｊに必要な資力、能力を有するものと し、 市の承Ｓ

を得るものとする。なお、 市が不適■と認めるときは、指定管ミ者はその変更をしな

くてはならない。

（疑義についての協議）

第４６筴　基本協定の各条取等の解ＩＲについて疑義を生じたとき又は基本協定に特ＳＵの

定めのない事項については、市とｍｉ２Ｗヨきの協議の上、これを定めるものとする。

この基本協定の締結を証するため、 本書を３通作成し、市、指定管ミ者及び連帯保証

人がそれぞれ記名押印の上、各 １通を保有する。

令和　　年　　月　　日

南あわじ市　兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１

南あわじ市談．　　 守　 本　 憲　弘

指定管ミ者． 兵庫県ＳＩＮ本市海岸通１ 丁目 ３番 １１号

株式会社　かいげつ

代表Ｒ締役　　　 斎　 籐　 敦　夫

連奈保証人　兵庫県南あわじ市ｍ匹２３６番地１

斎　藤　敦　夫
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土地

所在地‘

南あわじ市

北阿万筒井

建物

所在地

雨あわじ市

北阿万筒井

別表第１ （第 ５条関係）

地番

１５０９－１

種類

施設本体１階

機械室１階

ゴミ置場

Ｐ６，６

地目

宅地

ミ損 （ｎｆ）

３， ７００． ００

ほ床Ｓ積 （・ ｈ？）

６７３． １５

９０．７２

３． ７８

備考

備考



別記１

個人情報取扱特Ｅ事項

（基本的事１回）

第１ 条　指定管ヨ者は、Ｓ人情報（個人に関する情Ｓであって、特定の個人が識別され、

又は識別され得るものをい う。 以下同じ。） の保護の重要性を認識 し、 この協定？による

業務を実施するに当た って は、 個人の権利利益を侵害する ことのな いよ う、 倡丿人情報

を適ｉＥにＲ り扱わな ければな らな い。

（秘密の保持 ｊ）

第２ 条　指定管理者は、この協定に よる業務に関 してタミ［］ るこ とのできた個人情報を他に

漏ら してはならない。 この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

（ａ集の制限）

第３ 条　指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、

その業務の目 的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ２ｎＥな手段により １モｉわな

けれぱならない。

（適ｊＥ管ミ）

第４条　指定管ミ音は、この協定による業務に関してタミ［］ ることのできた個人情報の漏え

い、 滅失Ｒびき損の防止その他個人情報の適ｊＥな管理のために必要な措置を講 じなけ

ればならない。

（利ＪＥｌｌＲび提供の制限）

第５条　指定管ヨ者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、 この協定による業務に関

じて知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用 し、 又は第五音に提覃、

してはならない。
Ｉ　　　　。

（後ぢ又は複製の禁止）

第６ 条　指定管ＩＩ音 は、 この協定による業務を賠９するために市から 引き渡された個人

情報が記録された資料等を、市の承諾な しに後回 し、 又は複製 して はな らな い。

（再委託の禁止）

第了条。指定管ヨ者は、この協定による業務をｆｉうための個人情報の処ＭＩヨ は、 自ら行う

ものとし、市が承諾した場台を除き、第Ｅ低にそのＭＩＩを委託してはならない。
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（資料等の万遍等）

Ｉ　　Ｉ

第８条　指定管ヨきは、この協定による業務を処！ｌするために市から ＳＩ き渡され、又は

指定管Ｓき自 らｔ加、集き しく は作成したＳ人情報がＥ録された資料等 は、 鶚Ｒ完了後

直ちに市に万Ｓし、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、そ

の指示に従うものとする。

［従事者への周Ｍ］）

第９ 条　指定管ヨ者は、この協定による業務に従事する者に対 して、在職中京び退職後
－

において、この集Ｒに回してＭ］ることので瘁たイＥ］人９Ｓを加に瀾らしてはならないこ

と、 協定の目 的ぷ外の 目・的に使■ して はな らな いこ とな ど個人情報の９護に関 しめ要

な事項を周知するものとする。

（実地調査）

第１ ０条　市は、必要がある と認める とき は、 指定管９者がこの協定による業Ｒの執行ニに

当たりＲり扱っている個人情報の伏２について随時実地に調査することができる。

（事故報告）

第１ １条　指定管理者は、この協定に違ａする事態が生 じ、 又は生するおそれのあること

をタミ［］つ たときは、速やかに市に報告し、市の指示に従う もの とする。
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